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まえがき 

1) 船舶救命設備に関する設計指針としては、過去、83 SOLAS（海上人命安全条約）発効を

前にして、その抜本的改正に対応すべく、下記の小委員会で検討され、その成果がとり

まとめられた。 

P-69 「救命設備設計指針」 (1985 年） 

又、83 SOLAS 発効(1986 年 7 月 1 日)以降、一部に新規解釈、又は追加要求が出てきた

ため、それらに対応すべく、下記の小委員会で検討され、その成果がとりまとめられた。 

P-83 「救命設備計画指針」 (1992 年） 

2) 「救命設備計画指針」は編集されて以降、見直しがされないまま今日に至っている。 

この為、規則の改正や救命技術の進歩に伴い、見直すべき点が多く出てきた。 

3) 以上より、昨今の状況に合わせて救命設備計画指針を見直すために、以下を中心とした

研究を行い、設計実務及び技術者の教育に有用な指針を提供することを目的に、基本的

に P-83 の構成を尊重しつつ改訂を行った。尚、本書の内容は本研究活動を終了した、2

019 年 3 月時点での最新情報に基づくものである。 

・ 救命設備を配置、設計する為の各種条件について、最新データを反映する形で再整

理する。 

・ 新規則で制約条件が増している脱出設備、脱出経路についても考え方を整理し、当

該設計指針に織り込む。 

・ ポートステートコントロール（PSC）による救命設備及び脱出設備に対する指摘事項

について調査し、造船所の設計に起因する項目の抽出、分類とその解説を行う。 

・ アンケートにより各造船所からご提供いただいた、救命設備及び脱出設備を配置、

設計する際のノウハウを紹介する。 

・ 安全な脱出経路を設けること。 

4) 本書は救命、脱出設備に関してある程度の知識を持つ読者を前提としている為、用語の

詳細な解説は省いている。第 5 章 救命設備各論 にて救命設備の一般要件について記

載しているので、用語を理解する一補助としていただきたい。 

5) 本書で使用される船の長さは、特記外は乾舷用長さ：Lf を指す。 

6) 本書で使用する「生存艇」という用語は、「救命艇」と「救命いかだ」の総称である。 
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第１章   救命設備の変遷 

1.1 SOLAS 改正の変遷 

1.1.1 SOLAS 条約成立の経緯 

1.1.2 SOLAS 条約救命設備規則の変遷 

1.1.2.1 1960 年および 1974 年 SOLAS 条約 

1.1.2.2 1983 年 SOLAS 条約 

1.1.2.3 1988 年以降の SOLAS 条約 

以上掲載割愛

以上、SOLAS 条約成立の経緯および SOLAS 条約救命設備規則の変遷を述べたが、1983 年改

正以降の設備毎の SOLAS 要件改正経過を表 1-1 に纏める。（1983 年改正以前の要件改正経過

については「P-83 救命設備設計指針」を参照のこと。）なお、本表に示した要件は主に貨物

船に対するものである。また、本表には救命設備に関連のある脱出設備として、非常脱出用

呼吸具(EEBD)についても記載した。 
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変
更

 

 ・
 一

人
当

た
り

の
平

均
質

量
(
8
2
.
5
k
g
)
 

[
M
S
C
.
2
9
3
(
8
7
)
採

択

/
2
0
1
2
年

1
月

1
日

発

効
(
同

日
以

降
起

工

の
船

舶
に

適
用

)
]
 

 

 同
左

 
 同

左
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S
O
L
A
S
 

項
目

 

1
9
8
3
年

 
1
9
8
8
年

 
1
9
9
6
年

 
2
0
0
4
年

 
2
0
0
6
年

 
2
0
0
8
年

 
2
0
1
0
年

 
2
0
1
1
年

 
2
0
1
6
年

 

 救
助

艇
 

 ・
 救

助
艇

(
R
e
s
c
u
e
 

b
o
a
t
)
を

1
隻

備

え
付

け
る

こ
と

。

但
し

、
救

命
艇

を

救
助

艇
と

し
て

使

用
す

る
こ

と
も

出

来
る

。
 

・
 一

人
当

た
り

の
平

均
質

量
(
7
5
k
g
)
 

 

 同
左

 
 同

左
 

 同
左

 
 同

左
 

 同
左

 

た
だ

し
、

以
下

変
更

 

 ・
 一

人
当

た
り

の
平

均
質

量
(
8
2
.
5
k
g
)
 

[
M
S
C
.
2
7
2
(
8
5
)
採

択

/
2
0
1
0
年

7
月

1
日

発

効
(
同

日
以

降
起

工

の
船

舶
に

適
用

)
]
 

 

 同
左

 

 同
左

 

 同
左

に
加

え
、

以
下

 

 救
助

艇
及

び
進

水
装

置
の

年
次

詳
細

検
査

及
び

作
動

試
験

、
5
 

年
毎

の
詳

細
検

査
及

び
1
.
1
 
倍

の
過

負
荷

状
態

で
の

作
動

試

験
、

並
び

に
、

修
理

は
、

救
命

艇
及

び
進

水
装

置
そ

れ
ぞ

れ
の

製
造

者
あ

る
い

は
同

製
造

者
に

よ
り

認
証

さ
れ

た
整

備
事

業
者

に
よ

り
行

う
こ

と

[
M
S
C
.
4
0
2
(
9
6
)
採

択

/
2
0
2
0
年

1
月

1
日

発

効
(
同

日
以

降
起

工

の
船

舶
及

び
現

存
船

に
適

用
)
]
 

 救
命

胴
衣

 
 ・

 全
て

の
乗

船
者

に

与
え

る
。

 

・
 見

張
り

員
用

及
び

離
れ

た
位

置
に

あ

る
S
u
r
v
i
v
a
l
 

c
r
a
f
t
用

に
十

分

な
数

。
 

・
 場

合
に

よ
っ

て
は

主
管

庁
よ

り
追

加

を
指

示
さ

れ
る

こ

と
も

あ
る

。
 

 

 同
左

 
 同

左
 

 同
左

 
 ・

 全
て

の
乗

船
者

に

与
え

る
。

 

・
 見

張
り

員
用

及
び

離
れ

た
位

置
に

あ

る
S
u
r
v
i
v
a
l
 

c
r
a
f
t
用

に
十

分

な
数

。
 

・
 大

型
者

向
け

救
命

胴
衣

用
附

属
品

(
体

重
1
4
0
k
g
、
胸

囲
1
,
7
5
0
m
m
ま

で

に
対

応
)
を

十
分

な
数

。
 

・
 場

合
に

よ
っ

て
は

主
管

庁
よ

り
追

加

を
指

示
さ

れ
る

こ

と
も

あ
る

。
 

[
M
S
C
.
2
0
1
(
8
1
)
採

択

/
2
0
1
0
年

7
月

1
日

発

効
(
同

日
以

降
起

工

の
船

舶
に

適
用

)
]
 

 同
左

 

 同
左

 

 同
左

 

 同
左

 

 救
命

胴
衣

灯
 

 各
救

命
胴

衣
に

救
命

胴
衣

灯
を

備
え

る
こ

と
。

 
 

 同
左

 
 同

左
 

 同
左

 
 同

左
 

 同
左

 

 同
左

 

 同
左

 

 同
左
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S
O
L
A
S
 

項
目

 

1
9
8
3
年

 
1
9
8
8
年

 
1
9
9
6
年

 
2
0
0
4
年

 
2
0
0
6
年

 
2
0
0
8
年

 
2
0
1
0
年

 
2
0
1
1
年

 
2
0
1
6
年

 

 イ
マ

ー
シ

ョ
ン

ス
ー

ツ
 

 ・
 全

閉
囲

型
の

救
命

艇
を

積
載

し
て

い

る
と

き
は

不
要

。
 

・
 部

分
閉

囲
型

の
救

命
艇

を
積

載
し

て

い
る

時
は

少
な

く

と
も

各
救

命
艇

に

3
着

。
 

・
 救

命
い

か
だ

の
み

積
載

す
る

船
舶

は

全
員

に
対

し
備

え

る
こ

と
。

但
し

、

ダ
ビ

ッ
ト

式
の

い

か
だ

の
場

合
は

各

い
か

だ
に

少
な

く

と
も

3
着

。
 

・
 R
e
s
c
u
e
 
b
o
a
t
の

乗
組

員
全

員
に

対

し
備

え
る

こ
と

。

但
し

、
上

記
と

兼

用
可

。
 

 

 同
左

 
 同

左
 

 ・
 全

て
の

乗
船

者
に

対
し

備
え

る
。

 

・
 イ

マ
ー

シ
ョ

ン
ス

ー
ツ

の
通

常
収

容

場
所

か
ら

離
れ

た

場
所

に
見

張
り

又

は
作

業
場

所
を

有

す
る

場
合

に
は

、

通
常

見
張

り
又

は

作
業

を
行

う
人

数

分
の

追
加

の
イ

マ

ー
シ

ョ
ン

ス
ー

ツ

を
当

該
場

所
に

備

え
る

。
(
必

要
な

追

加
数

は
各

主
管

庁

の
規

定
に

よ
る

)
 

[
M
S
C
.
1
5
2
(
7
8
)
採

択

/
2
0
0
6
年

7
月

1
日

発

効
(
同

日
以

降
起

工

の
船

舶
に

適
用

)
]
 

 ・
 全

て
の

乗
船

者
に

対
し

備
え

る
。

 

・
 イ

マ
ー

シ
ョ

ン
ス

ー
ツ

の
通

常
収

容

場
所

か
ら

離
れ

た

場
所

に
見

張
り

又

は
作

業
場

所
(
離

れ
た

位
置

に
あ

る

S
u
r
v
i
v
a
l
 
c
r
a
f
t

を
含

む
)
を

有
す

る
場

合
に

は
、

通

常
見

張
り

又
は

作

業
を

行
う

人
数

分

の
追

加
の

イ
マ

ー

シ
ョ

ン
ス

ー
ツ

を

当
該

場
所

に
備

え

る
。
(
必

要
な

追
加

数
は

各
主

管
庁

の

規
定

に
よ

る
)
 

・
 救

命
胴

衣
と

し
て

の
兼

用
不

可
。

 

[
M
S
C
.
2
0
7
(
8
1
)
採

択

/
2
0
1
0
年

7
月

1
日

発

効
(
同

日
以

降
起

工

の
船

舶
に

適
用

)
]
 

[
M
S
C
.
2
1
6
(
8
2
)
採

択

/
2
0
0
8
年

7
月

1
日

発

効
(
同

日
以

降
起

工

の
船

舶
に

適
用

)
]
 

 同
左

 

 同
左

 

 同
左

 

 同
左

 

 保
温

具
 

(
サ

ー
マ

ル
プ

ロ

テ
ク

テ
ィ

ブ
エ

イ
ド

)
 

 全
閉

囲
型

の
救

命
艇

を
積

載
し

て
い

る
と

き
は

不
要

。
 

そ
の

他
の

場
合

は
イ

マ
ー

シ
ョ

ン
ス

ー
ツ

の
行

き
わ

た
ら

な
い

人
分

の
も

の
を

備
え

る
。

 

 同
左

 
 同

左
 

 不
要

 
 不

要
 

 不
要

 

 不
要

 

 不
要

 

 不
要
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S
O
L
A
S
 

項
目

 

1
9
8
3
年

 
1
9
8
8
年

 
1
9
9
6
年

 
2
0
0
4
年

 
2
0
0
6
年

 
2
0
0
8
年

 
2
0
1
0
年

 
2
0
1
1
年

 
2
0
1
6
年

 

 救
命

浮
環

 
 船

舶
の

長
さ

(
m
)
 

 
 
:
 
最

小
数

 
 1
0
0
未

満
 

 
 
:
 
 
 
8
 

1
0
0
以

上
1
5
0
未

満
 

 
 
:
 
 
1
0
 

1
5
0
以

上
2
0
0
未

満
 

 
 
:
 
 
1
2
 

2
0
0
以

上
 

 
 
:
 
 
1
4
 

 ・
 少

な
く

と
も

半
数

の
も

の
に

自
己

点

火
灯

を
、

そ
の

う

ち
少

な
く

と
も

2

ヶ
に

自
己

発
煙

信

号
を

備
え

、
船

橋

の
両

舷
に

取
り

付

け
る

浮
環

は

q
u
i
c
k
 
r
e
l
e
a
s
e

で
き

る
こ

と
。

 
 

 同
左

 
 同

左
 

 同
左

 
 同

左
に

加
え

、
以

下
 

 Q
u
i
c
k
 r
e
l
e
a
s
e
さ

れ

る
浮

環
の

質
量

は

4
k
g
以

上
 

[
M
S
C
.
2
0
7
(
8
1
)
採

択

/
2
0
1
0
年

7
月

1
日

発

効
(
同

日
以

降
起

工

の
船

舶
に

適
用

)
]
 

 同
左

 

 同
左

 

 同
左

 

 同
左

 

 船
用

遭
難

信
号

 
 1
2
ヶ

の
P
a
r
a
c
h
u
t
e
 

s
i
g
n
a
l
を

含
む

昼
間

用
及

び
夜

間
用

の
遭

難
信

号
装

置
を

備
え

る
こ

と
。

 
 

 同
左

 
 同

左
 

 同
左

 
 同

左
 

 同
左

 

 同
左

 

 同
左

 

 同
左

 

 救
命

索
発

射
器

 
 備

え
る

こ
と

。
 

(
精

度
及

び
発

射
体

に
つ

き
詳

細
規

定
あ

り
)
 

 

 同
左

 
 同

左
 

 同
左

 
 同

左
 

 同
左

 

 同
左

 

 同
左

 

 同
左
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S
O
L
A
S
 

項
目

 

1
9
8
3
年

 
1
9
8
8
年

 
1
9
9
6
年

 
2
0
0
4
年

 
2
0
0
6
年

 
2
0
0
8
年

 
2
0
1
0
年

 
2
0
1
1
年

 
2
0
1
6
年

 

 無
線

装
置

 
 ・

 S
u
r
v
i
v
a
l
 
c
r
a
f
t

用
持

運
び

式
無

線

装
置

を
備

え
る

こ

と
。

 

・
 船

の
各

舷
に

S
u
r
v
i
v
a
l
 
c
r
a
f
t

用
手

動
式

の
非

常

用
位

置
指

示
無

線

標
識

を
1
ツ

備
え

る
こ

と
。

 

・
 少

な
く

と
も

3
個

の
双

方
向

無
線

電

話
設

備
を

備
え

る

こ
と

。
 

 

 ・
 双

方
向

V
H
F
無

線

電
話

装
置

を
3

台
。
但

し
、
5
0
0
G
T

未
満

の
貨

物
船

は

2
台

。
 

・
 レ

ー
ダ

ト
ラ

ン
ス

ポ
ン

ダ
を

2
台

。

但
し

、
5
0
0
G
T
未

満
の

貨
物

船
は

1

台
。

 

 同
左

 
 同

左
 

 同
左

 
 同

左
 

 同
左

 

 同
左

 

 同
左

 

 E
E
B
D
 

 

－
 

 

－
 

 

－
 

 ・
 居

住
区

域
内

に
少

な
く

と
も

2
組

を

備
え

る
こ

と
。

 

・
 機

関
区

域
に

は
、

E
E
B
D
を

直
ち

に
使

用
で

き
る

よ
う

容

易
に

視
認

で
き

る

位
置

に
備

え
、

火

災
時

に
も

容
易

か

つ
迅

速
に

近
づ

き

得
る

こ
と

。
(
必

要

数
は

各
主

管
庁

の

規
定

に
よ

る
)
 

 

 同
左

 
 同

左
 

 同
左

 

 同
左

 

 同
左
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1.2 貨物船の救命設備に関する主管庁要求等 

 

基本的に SOLAS 要件は定量的かつ具体的に規定されているが、機関区域における非常脱出

用呼吸具(EEBD)に係わる要件(個数及び備付け場所)、イマーションスーツの通常格納場所か

ら離れた作業場所への備付け要件(離れた作業場所の定義及び個数)等については、主管庁(=

各船籍国政府)の判断に委ねられている。そこで、これら要件に対する主要主管庁の要求内容

について、表 1-2 に概要を纏める。また、本表には救命設備品に対する EC 舶用機器指令(MED)

承認要否についても記載した。 

 

尚、主管庁要求ではないが、OCIMF(Oil Companies International Marine Forum, 石油会

社国際海事評議会)が運用するタンカー向け検船システムである SIRE(Ship Inspection 

Report Programme)にて、救命設備に関する要件が規定されている。これら要件は基本的に

SOLAS を引用したものであるが、例えば船の建造年次によらず常に最新の SOLAS 要求に基づ

き検船が行われる可能性がある等、SIRE の独自解釈が織込まれている場合があるため、設計

者及び運航者は対応に注意を要する。 
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表
1
-
2
 

貨
物

船
の

救
命

設
備

に
関

す
る

主
要

主
管

庁
要

件
の

ま
と

め
 

 

主
管

庁
 

項
目

 

パ
ナ

マ
 

シ
ン

ガ
ポ

ー
ル

 
リ

ベ
リ

ア
 

マ
ー

シ
ャ

ル
諸

島
 

日
本

 
香

港
 

ギ
リ

シ
ャ

 
バ

ハ
マ

 

非
常

脱
出

用
 

呼
吸

具
(
E
E
B
D
)
 

居
住

区
域

 
2
組

 
2
組

 
2
組

 
2
組

 
2
組

 
2
組

 
2
組

 
2
組

 

機
関

区
域

 

制
御

室
 

1
組

 
※

2
 

1
組

 
－

 
1
組

 
※

4
 

1
組

 
1
組

 
1
組

 

工
作

室
 

1
組

 
※

1
 

※
2
 

1
組

 
※

1
 

－
 

1
組

 
※

4
 

1
組

 
※

1
 

1
組

 
1
組

 
※

1
 

そ
の

他
 

各
甲

板
に

1
組

 
※

2
 

各
は

し
ご

に
1
組

 
各

甲
板

に
2
組

 
※

3
 

各
甲

板
に

1
組

 
各

甲
板

に
1
組

 
各

非
常

口
に

1
組

 
各

甲
板

に
1
組

 

タ
ン

カ
ー

ポ
ン

プ
室

 
－

 
－

 
※

5
 

－
 

－
 

1
組

 
－

 
－

 

予
備

 
1
組

以
上

 
※

6
 

2
組

 
※

7
 

総
数

の
1
0
%
 

1
組

 
1
組

 
1
組

 
1
組

 
1
組

 

訓
練

用
 

1
組

以
上

 
※

8
,
9
 

必
要

 
※

8
,
1
0
 

1
組

以
上

 
※

8
,
1
0
 

－
 

－
 

－
 

－
 

1
組

以
上

 
※

8
 

C
l
a
s
s
 
N
K
テ

ク
ニ

カ
ル

 

イ
ン

フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
 

又
は

主
管

庁
指

示
 

T
E
C
-
1
1
7
7
 

M
a
r
i
n
e
 
C
i
r
c
u
l
a
r
 

N
o
.
4
 
o
f
 
2
0
0
2
 

T
E
C
H
N
I
C
A
L
 
L
E
T
T
E
R
 

(
2
0
1
7
-
0
1
)
 

M
a
r
i
n
e
 
N
o
t
i
c
e
 

2
-
0
1
1
-
1
4
 

T
E
C
-
4
7
8
 

T
E
C
-
5
6
6
 

C
i
r
c
u
l
a
r
 
N
o
.
 

4
2
3
1
/
2
1
/
2
0
0
2
 

T
E
C
-
1
0
5
2
 

 備
考

 

※
1
 

工
作

室
か

ら
脱

出
経

路
に

直
接

ア
ク

セ
ス

で
き

る
場

合
は

省
略

可
能

。
 

※
2
 

機
関

室
配

置
を

は
じ

め
様

々
な

要
素

を
考

慮
し

、
個

船
毎

に
判

断
。

 

※
3
 

各
レ

ベ
ル

(
各

甲
板

ま
た

は
台

甲
板

)
に

お
い

て
扉

を
有

す
る

エ
ス

ケ
ー

プ
ト

ラ
ン

ク
が

備
え

ら
れ

て
い

れ
ば

、
各

レ
ベ

ル
に

1
組

で
可

。
 

※
4
 

機
関

制
御

室
と

工
作

室
が

隣
接

し
て

い
る

場
合

、
い

ず
れ

か
一

方
の

も
の

を
省

略
可

能
。

 
各

々
が

脱
出

経
路

に
隣

接
し

て
い

る
場

合
も

各
々

省
略

可
能

。
 

※
5
 

通
常

の
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

に
お

い
て

ポ
ン

プ
室

に
入

る
個

々
の

人
員

が
使

用
で

き
る

よ
う

に
追

加
の

E
E
B
D
を

船
上

に
備

え
る

か
、

少
な

く
と

も
2
組

を
ポ

ン
プ

室
に

備
え

る
。

 

※
6
 

船
上

に
1
0
組

以
下

の
E
E
B
D
を

備
え

る
場

合
は

少
な

く
と

も
1
組

、
1
1
～

2
0
組

の
E
E
B
D
を

備
え

る
場

合
は

少
な

く
と

も
2
組

、
2
0
組

よ
り

多
く

備
え

る
場

合
は

要
求

さ
れ

る
E
E
B
D
の

1
0
%
分

。
 

 
た

だ
し

4
組

を
超

え
る

予
備

の
E
E
B
D
は

要
求

さ
れ

な
い

。
 

※
7
 

居
住

区
域

及
び

機
関

区
域

に
そ

れ
ぞ

れ
少

な
く

と
も

1
組

の
予

備
を

備
え

る
。

 

※
8
 

訓
練

用
で

あ
る

こ
と

を
明

記
。

 

※
9
 

訓
練

に
使

用
さ

れ
る

E
E
B
D
の

シ
リ

ン
ダ

を
再

充
填

す
る

装
置

を
備

え
る

場
合

は
、

訓
練

用
と

し
て

新
た

に
E
E
B
D
を

備
え

る
必

要
は

な
い

。
 

※
1
0
 
通

常
使

用
す

る
も

の
と

同
じ

部
屋

に
設

置
し

な
い

。
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主
管

庁
 

項
目

 

パ
ナ

マ
 

シ
ン

ガ
ポ

ー
ル

 
リ

ベ
リ

ア
 

マ
ー

シ
ャ

ル
諸

島
 

日
本

 
香

港
 

ギ
リ

シ
ャ

 
バ

ハ
マ

 

イ
マ

ー
シ

ョ
ン

ス
ー

ツ
 

船
橋

 
2
つ

 
各

当
直

員
に

1
つ

 
※

1
2
 

各
当

直
員

に
1
つ

 
各

当
直

員
に

1
つ

 
2
つ

 
2
つ

 
2
つ

 

機
関

室
 

2
つ

 
各

当
直

員
に

1
つ

 
※

1
2
 

各
当

直
員

に
1
つ

 
各

当
直

員
に

1
つ

 
2
つ

 
2
つ

 
2
つ

 

追
加

救
命

い
か

だ
 

2
つ

 
2
つ

 
2
つ

 
2
つ

 
2
つ

 
2
つ

 
2
つ

 
2
つ

 

そ
の

他
 

－
 

※
1
1
 

－
 

※
1
3
 

－
 

※
1
4
 

※
1
5
 

－
 

C
l
a
s
s
 
N
K
テ

ク
ニ

カ
ル

 

イ
ン

フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
 

T
E
C
-
6
5
8
 

T
E
C
-
6
4
3
,
6
6
7
,
 

6
7
4
,
7
6
3
 

T
E
C
-
7
0
6
 

T
E
C
-
7
5
5
,
8
0
2
 

T
E
C
-
6
6
1
 

T
E
C
-
6
6
7
,
8
5
5
,
9
3
4
 

T
E
C
-
6
6
6
 

T
E
C
-
6
3
5
,
7
4
9
 

救
命

胴
衣

 

当
直

員
及

び
離

れ
た

位
置

の
生

存
艇

 
※

1
6
 

数
量

に
よ

る
 

規
定

な
し

 

乗
組

員
の

2
5
%
以

上

(
但

し
最

低
4
つ

)
 

数
量

に
よ

る
 

規
定

な
し

 

数
量

に
よ

る
 

規
定

な
し

 

(
但

し
離

れ
た

位
置

の
生

存
艇

に
2
つ

)
 

数
量

に
よ

る
 

規
定

な
し

 

乗
組

員
の

2
5
%
以

上

(
但

し
最

低
4
つ

)
 

数
量

に
よ

る
 

規
定

な
し

 

数
量

に
よ

る
 

規
定

な
し

 

C
l
a
s
s
 
N
K
テ

ク
ニ

カ
ル

 

イ
ン

フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
 

－
 

－
 

－
 

T
E
C
-
8
0
2
 

－
 

－
 

－
 

－
 

M
E
D
 

承
認

要
否

 
－

 
※

1
7
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

C
l
a
s
s
 
N
K
テ

ク
ニ

カ
ル

 

イ
ン

フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
 

－
 

T
E
C
-
1
0
4
5
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

 備
考

 

※
1
1
 
貨

物
制

御
室

、
貨

物
ポ

ン
プ

室
、

調
理

室
の

各
要

員
に

対
し

1
つ

。
(
通

常
イ

マ
ー

シ
ョ

ン
ス

ー
ツ

が
格

納
さ

れ
て

い
る

場
所

の
デ

ッ
キ

と
同

じ
デ

ッ
キ

に
配

置
さ

れ
て

い
る

場
合

は
不

要
)
 

※
1
2
 
船

舶
の

設
計

や
構

造
の

違
い

に
よ

り
都

度
判

断
。

(
居

住
区

と
共

に
船

尾
部

に
配

置
さ

れ
る

場
合

、
要

求
さ

れ
な

い
。

)
 

※
1
3
 
制

御
室

、
機

械
室

、
調

理
室

、
事

務
所

、
離

れ
た

見
張

り
場

所
の

各
要

員
に

対
し

1
つ

。
(
非

常
時

に
お

い
て

乗
組

員
が

割
り

当
て

ら
れ

た
イ

マ
ー

シ
ョ

ン
ス

ー
ツ

を
容

易
に

取
り

出
せ

る
場

合
は

不
要

)
 

※
1
4
 
既

に
救

命
胴

衣
が

備
え

ら
れ

て
い

る
離

れ
た

作
業

場
所

が
あ

る
場

合
(
例

え
ば

、
ケ

ミ
カ

ル
タ

ン
カ

ー
の

貨
物

制
御

室
)
に

は
、

救
命

胴
衣

と
同

数
。

 
船

首
尾

の
係

船
場

所
は

離
れ

た
作

業
場

所
と

は
見

な
さ

な
い

。
 

※
1
5
 
通

常
イ

マ
ー

シ
ョ

ン
ス

ー
ツ

を
格

納
し

て
い

る
場

所
か

ら
、

水
平

に
1
0
0
m
を

超
え

て
離

れ
て

い
る

作
業

場
所

及
び

水
平

に
5
0
m
を

超
え

て
離

れ
て

い
る

見
張

り
場

所
に

対
し

、
各

2
つ

。
 

※
1
6
 
主

管
庁

に
よ

ら
ず

、
S
O
L
A
S
第

Ⅲ
章

第
3
1
規

則
1
.
4
に

て
要

求
さ

れ
る

追
加

救
命

い
か

だ
用

と
し

て
2
つ

必
要

。
(
I
M
O
 
M
S
C
.
1
/
C
i
r
c
.
1
2
4
3
)
 

※
1
7
 
必

ず
し

も
M
E
D
承

認
品

で
あ

る
必

要
は

無
い

が
、

M
E
D
承

認
品

で
あ

れ
ば

シ
ン

ガ
ポ

ー
ル

政
府

が
認

め
た

艤
装

品
と

し
て

取
り

扱
わ

れ
、

同
国

籍
船

へ
の

搭
載

が
認

め
ら

れ
る

。
 

 各
主

管
庁

の
解

釈
/
要

件
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、

表
中

に
記

載
の

C
l
a
s
s
 
N
K
テ

ク
ニ

カ
ル

イ
ン

フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
又

は
主

管
庁

指
示

を
参

照
の

こ
と

。
 

10



第２章   救命設備積付要件および配置設計基準 

2.1 積付要件 

救命設備の積付要件を表 2-1 に示す。尚、本指針は貨物船を対象としているが、比較参照用

に旅客船における積付要件も記載した。 

11



表
2
-
1
 
救

命
設
備

に
関
す
る

積
付

要
件

の
ま
と

め
 

船
種

 

設
備
 

旅
客
船
 

貨
物

船
 

備
考
 

短
国

際
航

海
 

そ
の
他
 

L
＜

8
5
m 

(た
だ

し
、

油
タ

ン
カ

ー
、

ガ
ス

キ

ャ
リ

ア
、

ケ
ミ

カ
ル

タ
ン

カ
ー

を
除

く
)

そ
の

他
 

無
線

救
命
 

ﾚ
ｰ
ﾀ
ﾞ
ｰ
・

ﾄ
ﾗ
ﾝ
ｽ
ﾎ
ﾟ
ﾝ

ﾀ
ﾞ
ｰ
(
S
AR
T
) 

本
船
各
舷
に

1
個
（

5
00
G
T
未

満
の
貨

物
船
は

1
個
）
 

※
1
  
毒

ガ
ス

を
発

す
る

貨
物

（
I
BC
,
IG
C
で

E
m
e
rg
e
n
c
y
 e
s
ca
p
e
 
r
es
p
i
r
a
t
o
r
y 

p
r
o
te
c
t
i
o
n
が
必

要
な

も
の

）
を

積

載
す

る
船

は
自
蔵

空
気

維
持

装
置

付
。

※
2
  
引

火
点

6
0℃

以
下

の
貨

物
を

積
載

す
る

船
は

耐
火

救
命
艇

と
す

る
こ

と
。

 

※
3
  
 
 
1
8
5k
g
を

超
え
る

時
は

進
水

装
置

付
。

た
だ

し
※

4
の

場
合

を
除

く
。

 

※
4
  
 
 
最

小
航

海
喫

水
に

て
、

水
面

上
4
.5

m

の
高

さ
の

甲
板
か

ら
乗

艇
で

き
る

場

合
、
1
8
5k

g
以

下
か

、
又

は
1
0°

ま
で

の
ト

リ
ム

、
2
0
°

ま
で

の
リ

ス
ト

の
最

高
状

態
で

積
付
場

所
か

ら
直

接
進

水

で
き

る
場

合
は
、

進
水

装
置

不
要

。
 

※
5
  
 
 
通

常
の

A
f
t.
 b
r
i
d
g
e
船

で
は

、
船

首

よ
り

に
6
人

用
を

1
台

設
置

し
て

認
め

ら
れ

て
い

る
。
 

※
6
  
 
 
下

記
の

場
合

、
不

要
。

 

・
 全

閉
囲

型
又
は

部
分

閉
囲

型
の

救

命
艇

に
収

容
さ

れ
る

人
員

用
 

・
 温

暖
海

域
航
行

船
で

主
管

庁
が

認

め
た

場
合

 

※
7
  
 
 
バ

ル
ク

キ
ャ

リ
ア

を
除

き
、
温

暖
海

域

航
行

船
で

主
管
庁

が
認

め
た

場
合

、
不

要
。

 

※
8
  
 
 
イ

マ
ー

シ
ョ

ン
ス

ー
ツ

の
通

常
格

納

場
所

か
ら

離
れ
た

場
所

に
見

張
り

又

は
作

業
場

所
を
有

す
る

場
合

、
当

該
場

所
に

主
管

庁
の
規

定
す

る
必

要
数

。
 

※
9
  
 
 
配

置
場

所
・
必

要
数

は
各

主
管

庁
の

規

定
に

よ
る

。
 

双
方
向

V
H
F 

無
線

電
話

装
置
 

携
帯
型

3
個
（

5
00
G
T
未

満
の

貨
物
船
は

2
個
）
 

落
下
傘
付
信
号
 

1
2
個
 

救
命
索
発
射
器
 

1
個
 

生
存
艇
 

全
閉

囲
型

又
は
部
分
閉
囲
型
救
命
艇
 

：
3
0
%以

上
各
舷
 

ダ
ビ

ッ
ト

進
水
式
救
命
い
か
だ
 

：
救

命
艇

を
含
め
て

10
0
% 

下
記
①
o
r
②
 

①
全
閉
囲
型
又
は
部
分
閉
囲
型
救

命
艇
 

：
5
0
%以

上
各
舷
 

②
全
閉
囲
型
又
は
部
分
閉
囲
型
救

命
艇
 

：
3
7
.
5%
以
上
各
舷
 

ダ
ビ
ッ
ト
進
水
式
救
命
い
か
だ

 

：
救
命
艇
を
含
め
て

10
0
% 

右
記

①
、

②
o
r
③
 

③
救

命
い
か

だ
：

両
舷

移
動
可

1
0
0
%
各

舷
o
r
15
0
%各

舷
 

・
 全

閉
囲
型

救
命

艇
の

要
件

を
満

足

す
る

救
助

艇
の

定
員

を
含

め
て

も

よ
い

。
た

だ
し

、
い
ず

れ
の
舷

と
も

1
5
0
%
確
保

。
 

・
 2
0
0
%
分
は

進
水

装
置

付
、
2
0
0%
を

超

え
る

分
は

1
85
k
g
を
超

え
る
と

き
進

水
装

置
付

。
た

だ
し

、
※

4
の

場
合

を
除

く
。
 

下
記

①
o
r
②
、

た
だ

し
バ

ル
ク

キ
ャ
リ

ア

に
つ

い
て

は
②
 

①
全

閉
囲
型

救
命

艇
：

1
00
%
各
舷

※
1
,2

救
命

い
か

だ
：

両
舷

移
動
可

1
0
0
% 
o
r 

1
0
0
%
各
舷

※
3 

②
自

由
降
下

式
全

閉
囲

型
救

命
艇
：
1
0
0
%

船
尾

※
1
,
2 

ダ
ビ

ッ
ト

進
水

式
救

命
い

か
だ

 

：
1
0
0
%片

舷
 

救
命

い
か

だ
：

1
00
%
反
対

舷
 

追
加
救
命
い
か

だ
 

2
5
%
（
各

舷
に

1
台
以
上
の
進
水
装
置
付
又
は
両
舷
で
使
用
で
き
る
進
水
装
置
付

）
 

生
存

艇
が

船
首

又
は

船
尾

か
ら

1
0
0
m
を
超

え
る

と
こ

ろ
に

配
置
さ

れ
る

場
合

は
、
出
来

る
だ

け
前

方
又

は
後

方
に

1
隻

追
加
す

る
。

※
5
 
た

だ
し
、

自
動
浮

揚
装

置
、

船
体

固

定
の

も
や

い
綱

は
不

要
。
 

救
助
艇
 

5
0
0
G
T
 以

上
 

 
各
舷
 

1
隻
以
上
 

5
0
0
G
T
 未

満
 

 
 

 
 
1
隻
以
上
 

1
隻

以
上
 

救
命
浮
環
 

（
L
 
:
 船

の
長

さ
）
 

L
＜

60
m 

6
0
m≦

L
＜

1
2
0
m
 

1
2
0
m≦

L＜
1
8
0
m

1
8
0
m≦

L
＜

24
0
m

L
≧

24
0
m
 

L
＜

1
0
0
m 

1
0
0
m
≦

L＜
1
5
0
m 

1
5
0
m≦

L＜
2
0
0
m 

L
≧

2
0
0
m 

8
 

1
2
 

1
8 

2
4 

3
0 

8
 

1
0 

1
2
 

1
4 

自
己
点
火
灯
 

救
命
浮
環
の
半
数
以
上
（
た
だ
し
、
6
ヶ
以
上
）
 

救
命

浮
環

の
半

数
以

上
 

自
己
発
煙
信
号
 

2
ヶ

以
上
 

救
命
胴
衣
 

1
0
5
%
 
+ 
小
児
用
：
旅
客
の

10
%
（
す
べ
て
、
救
命
胴
衣
灯
付
）
 

1
0
0
%
 
+ 
小
児

用
：

旅
客

の
10
%
（

す
べ

て
、

救
命

胴
衣

灯
付

）
 

見
張
員
用
、
遠
隔
場
所
に
置
か
れ
た
生
存
艇

用
、

お
よ

び
大

型
者
向

け
救

命
胴

衣
用

附
属

品
を
十

分
な

数
 

イ
マ
ー
シ
ョ
ン

ス
ー

ツ
 

救
助
艇
乗
組
員
分
 
+
 救

命
艇
ご
と
に

3
着
以
上
※
6 

全
乗

船
者

分
※

7
 +
 
α
※

8 

保
温
具
 

イ
マ
ー
シ
ョ
ン
ス
ー
ツ
を
与
え
ら
れ
な
い
す
べ
て
の
人
分
※
6 

不
要
 

非
常
脱
出
用
呼

吸
具
 

E
E
B
D 

旅
客
数
 
3
6
人
以
下
 
 

各
主
垂
直
区
域
に

2
組
以
上
 
+ 
予
備
 

旅
客
数
 
3
7
人
以
上
 
 

各
主
垂
直
区
域
に

4
組
以
上
 
+ 
予
備
 

居
住

区
域

内
に

2
組

以
上

 
+ 
予

備
 

機
関
区
域
の
直
ち
に
使
用
で
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2.2 配置設計基準 

 

2.2.1 ルール要件 

 

2.2.1.1 生存艇への招集及び乗艇装置 

(1) 進水装置を有する生存艇は、居住区域及び業務区域にできる限り近い位置に積み付け

ること。 

(2) 招集場所は、乗艇場所に近接して設け、招集場所はその場所に割り当てられた人員を

収容するため、１人当たり少なくとも 0.35 平方メートルの、十分な広さを有するこ

と。 

(3) 招集及び乗艇場所は、居住区域及び業務区域から容易に接近できること。 

(4) 招集及び乗艇場所及び左記にいたる通路、階段及び出口は、非常用電源により照明さ

れること。 

(5) ダビット進水式及び自由降下式の生存艇の招集及び乗艇場所は、担架を生存艇に置け

るように配置すること。このとき居住区から張り出しをつけて乗艇用のプラットフォ

ームに行ける様にするのが通常であるが、乗艇用のプラットフォームを単独に設ける

場合は、プラットフォームへの移動は傾斜梯子とする。 

(6) 必要に応じ、ダビット進水式救命いかだを船側に引き寄せ、人が安全に乗艇できるよ

うに、保持する手段を備えること。 

（以上、SOLAS 第Ⅲ章第 11 規則） 

 

2.2.1.2 進水場所 

進水場所は、自由降下式の生存艇を除き、生存艇が船舶の垂直な舷側に沿って出来る限

り進水させ、プロペラからの距離及び船体の著しい突出部を考慮して、安全な進水が確保

される位置に設ける。 

船舶の前部に進水場所がある場合、船首隔壁の後方で、保護された場所に設ける。 

（SOLAS 第Ⅲ章第 12 規則） 
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2.2.1.3 生存艇 

(1) 救命艇及び救命いかだ並びにこれらの積付け装置が、他の進水場所にある他の生存艇

又は救助艇操作の妨害位置にならないこと。 

(2) 安全かつ実行可能な限り水線近くに積み付け、投下進水式救命いかだ以外の救命艇及

び救命いかだの場合には、満載状態にある船舶が 10°縦傾斜し、かつ、どちらの側に

も 20°又は暴露甲板端が浸水する角度の何れか小さい方の角度まで横傾斜した状態

で、水面上 2m 以上にあること。 

(3) 救命艇及び救命いかだは 2 人の乗組員で 5 分未満に進水準備ができること。 

(4) 自由降下式を除く救命艇はプロペラから以下の距離前方へ離して積み付ける。 

 80m ≦ L ＜ 120m 貨物船  プロペラから前方へ 1 艇長以上 

120m ≦ L   貨物船  プロペラから前方へ 1.5 艇長以上 

80m ≦ L  客船  プロペラから前方へ 1.5 艇長以上 

(5) 救命艇及び救命いかだの積付位置は、実行可能な限り、安全で保護された場所であり、

火災及び爆発による破損から守られること。 

（本項目の適用に際し、日本船籍船では、FRP 製の耐火救命艇をタンカーに積み付け

る場合には、救命艇の進水完了までの間、当該救命艇に対し、十分な散水ができる措

置を講ずることが要求される。） 

(6) 投下進水式救命いかだは、船舶のいずれの舷においても、進水のため容易に移動し得

るように積み付ける。 

但し、各舷に 100%の救命いかだがある場合は除く。 

(7) ダビット進水式救命いかだは、(2)で記載された縦傾斜及び横傾斜の範囲内において、

船舶の動き若しくは動力の喪失により、作動不能になることのない移動装置が設けら

れない限り、吊り下げフックの到達距離内に設ける。 

ダビット進水式救命いかだの装備場所は進水後の本船からの脱出を容易とするため

に船体が出来るだけ垂直となる場所とするよう要求される場合がある。（Australia 

Navigation Regulations） 

（以上、SOLAS 第Ⅲ章第 13 規則 1,2,5 及び 6） 
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2.2.1.4 救助艇 

(1) 5 分以内で進水できるよう準備しておく。 

(2) 進水及び揚収に適した位置にする。 

(3) 救助艇もその積付装置も、他の進水場所にある生存艇の操作を妨害するような位置に

しないこと。 

（以上、SOLAS 第Ⅲ章第 14 規則） 

 

2.2.1.5 救命浮環 

(1) 船舶の両側及び出来る限り船側に広がる暴露甲板上に容易に利用出来る場所に配置

する。 

(2) 少なくとも 1 個を船尾付近に配置すること。 

(3) 自己発煙信号及び自己点火灯付の救命浮環を少なくとも 2 個航海船橋から速やかに

取り外せる場所に配置する。（急速離脱装置に格納する。） 

(4) 救命索付救命浮環は少なくとも 1 個各舷に配置する。 

(5) 自己点火灯付救命浮環及び自己点火灯と自己発煙信号付救命浮環は、船舶の両舷に等

しく配置する。 

(6) 恒久的に船体に固着することのない様に積み付ける。 

(7) 救命索付救命浮環には、自己点火灯、自己発煙信号を装備してはならない。 

（以上、SOLAS 第Ⅲ章第 7 規則 1） 

(8) 船舶の乗降設備の近傍で直ちに使用可能なように、自己点火灯と救命索を備えた救命

浮環を積み付ける。（SOLAS 第Ⅲ章で要求される救命浮環の合計数には含まれない。） 

（以上、SOLAS 第Ⅱ-1 章第 3-9 規則関連） 

 

2.2.1.6 救命胴衣 

(1) 救命胴衣は、迅速に近づくことができる場所に配置する。その位置については、明確

な標示をする。 

（各居室のワードローブ上のロッカーに格納する例が多い。） 

(2) 見張り員用に救命胴衣を配置する。 

（操舵室に 2 個、機関制御室に 2 個装備するのが標準的である。） 

(3) 離れた位置にある生存艇場所に生存艇の用に供する十分な数を配置する。 

（暴露部に箱を置き、この中に入れて装備する場合、箱に Hydro static release 

device を設けるように要求される場合がある。[Australia Navigation Regulations]） 

（以上、SOLAS 第Ⅲ章第 7 規則 2） 

注）各主管庁要件については、別途第１章 1.2 を参照のこと。 
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2.2.1.7 乗艇用はしご（Embarkation ladder） 

(1) 生存艇の進水場所の近くに設ける。 

(2) 生存艇同士が隣接している場合には、共用することが出来るが、その場合主管庁の承

認を必要とする。 

（以上、SOLAS 第Ⅲ章第 11 規則 7） 

 

2.2.1.8 イマーションスーツ 

(1) 迅速に近づくことができる場所に配置する。その位置については、明確な標示をする。 

（各居室のワードローブ上のロッカーに格納する例が多い。） 

(2) 離れた位置にある追加の生存艇の積付場所を含む見張り又は作業場所が、イマーショ

ンスーツの通常格納場所から離れている場合は、追加の救命いかだ、操舵室及び機関

制御室に対し各 2 個以上、その他の見張り又は作業場所に対しては人数分の、追加の

イマーションスーツを当該場所に配置する。 

（以上、SOLAS 第Ⅲ章第 32 規則 3） 

注）各主管庁要件については、別途第１章 1.2 を参照のこと。 

 

2.2.1.9 非常脱出用呼吸具(EEBD) 

(1) 少なくとも 2 個を居住区域内に配置すること。 

(2) 機関区域には、直ちに使用できるよう容易に視認できる位置に備え、いかなる火災時

にも容易かつ迅速に近づくことができるようにする。 

(3) 船上に予備を備える。 

（以上、SOLAS 第Ⅱ-2 章第 13 規則 3.4 及び 4.3） 

注）各主管庁要件については、別途第１章 1.2 を参照のこと。 

 

2.2.1.10 レーダー・トランスポンダー(SART) 

(1) 各舷に配置すること。 

(2) いかなる生存艇にも迅速に移設できる場所に装備すること。 

（操舵室の各舷に装備するのが標準的である。） 

(3) 自由降下式救命艇を備える場合は、1 個を自由降下式救命艇内に装備し、その他は船

内における使用及び他の生存艇への移設が迅速に行えるよう、船橋の至近に装備する。 

（以上、SOLAS 第Ⅲ章第 6 規則 2.2） 

 

2.2.1.11 落下傘付信号 

船橋又はその付近に積み付ける。 

（SOLAS 第Ⅲ章第 6 規則 3） 
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2.2.2 救命設備配置基準 

以降本章掲載割愛
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第 3 章   脱出設備/脱出経路 配置設計基準 

3.1 ルール要件 

 SOLAS の退船に関する規則は、第Ⅱ-２章「防火並びに火災探知および消火」と第Ⅲ章「救

命設備」とに分けて規定されている。前者は火災の発生を想定した脱出設備・脱出経路に関

する具体的な構造・設備要件を、後者は乗船者の召集手段・非常時の乗組員の任務・棄船の

ための救命訓練など主に退船に備えた手順や方法を規定している。両章のなかから貨物船の

脱出設備/脱出経路に関する規則を抜粋し、概要を紹介する。 

一般 

(1) 乗船者が安全かつ迅速に生存艇の乗艇用甲板に脱出できる手段を提供する。その目的

のため、以下の機能要求を満足すること。 

・ 安全な脱出経路を設けること。 

・ 脱出経路は障害物がなく安全な状態に保つこと。 

・ 必要に応じて、交通性、明確な表示、非常事態における適切な計画を確保するため

に、脱出に関する追加手段を講じること。 

（以上、SOLAS 第 II-2 章 第 13 規則 1） 

(2) 特段の規定が無い限り、全ての区画または区画群から、少なくとも 2 つの、互いに大

きく離れた脱出設備を設備する。エレベーターは、脱出設備の１つとは見なさない 

（以上、SOLAS 第 II-2 章 第 13 規則 2）。 

制御場所、居住区域および業務区域からの脱出設備 

(3) 機関室を除き、乗組員の居住区域および業務区域から生存艇の乗艇用甲板まで容易に

脱出できるように、階段やはしごを配置する。 

(4) 特段の規定が無い限り、ただ 1 つの脱出経路しかない通路、ロビー、通路の一部分は

禁止する。業務区域の行き止まり通路であって、燃料油補給場所や船体横断通路など船の

実務に必要なものは、乗組員の居住区域から分離する限り認める。また、深さが幅を超え

ない通路の一部分は、レセスまたは部分延長箇所と見なし、認める。 

(5) 居住区域、業務区域および制御場所の階段は、原則として鋼製枠組み構造とする。 

(6) 無線室から開放甲板へ直接出られない場合は、2 つの脱出経路を設ける。そのうち 1 つ

は十分なサイズの舷窓または窓で良い。 
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(7) 脱出経路のドアは、原則として脱出方向に開くこと。ただし、 

・ ドアが開いたとき通路に居る人が怪我をするのを避けるために、各居室のドアは室

内方向に開いても良い。 

・ 脱出経路は障害物がなく安全な状態に保つこと。 

・ 垂直の非常脱出用トランクは、脱出にも通行にも使用できるようにトランクの外側

に開いて良い。 

（以上、SOLAS 第 II-2 章 第 13 規則 3.1） 

(8) 居住区域の各階層において、閉囲区域から、少なくとも 2 つの互いに大きく離れた脱

出設備を装備する。 

(9) 最下層の開放甲板より下の区画からは主脱出経路として階段を設けるが、副脱出経路

はトランクまたは階段のいずれでも良い。 

(10) 最下層の開放甲板より上の区画からは、階段、開放甲板へのドア、または、その組合

せのいずれかを設ける。 

(11) 7ｍ以上の長さを持つ行き止まり通路は認められない。 

(12) 時折にしか入らない乗組員区画については、脱出経路に水密ドアが無い場合に限り、

例外的に脱出経路の１つを省略できる。 

（以上、SOLAS 第 II-2 章 第 13 規則 3.3） 

機関区域からの脱出設備 

(13) 特段の規定が無い限り、A 類機関区域からは 2 つの脱出設備を設ける。以下のいずれ

かの規定に適合すること。（1000 総トン未満の貨物船の例外規定は省略） 

・ 機関区域の上方にあり開放甲板に通ずる互いに離れた別々のドアにそれぞれ導く、

互いに大きく離れた 2 組の鋼製はしご。このうち一つは、保護された囲壁の内部に

設けること（以下詳細規定は省略）。 

・ 機関区域の上方にあり開放甲板に通ずるドアに導く１組の鋼製はしごと、はしごか

ら十分に離れた場所にあり機関区域の下方から開放甲板までの安全な脱出経路に通

ずるドア（両側から操作可能なもの）。 

(14) A 類機関区域以外の機関区域からは 2 つの脱出設備を設ける。但し、時折にしか入ら

ない区画で、ドアまでの最大距離が 5m 以下の場合は 1 つで認められる。 

(15) A 類機関区域からの脱出経路を形成する、もしくは脱出経路に通じるように設けられ

た開放踏み板がある傾斜はしご及び階段であって、保護された囲壁の外の機関区域にある

ものは、鋼製でなければならない。真下からの熱及び火炎から保護するため、鋼製遮蔽物

をこれらの傾斜はしご及び階段の下面に取り付けなければならない。 
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(16) A 類機関区域にある機関制御室からは 2 つの脱出設備を設ける。この内 1 つは機関区

域外の安全な位置まで連続した防火シェルタとしなければならない。 

(17) A 類機関区域にある主作業室からは 2 つの脱出設備を設ける。この内 1 つは機関区域

外の安全な位置まで連続した防火シェルタとしなければならない。 

（以上、SOLAS 第 II-2 章 第 13 規則 4.2） 

ロールオン・ロールオフ区域からの脱出設備 

(18) ロールオン・ロールオフ区域からは少なくとも 2 つの脱出設備を備える。当該区域の

前端と後端に設けること。 

（以上、SOLAS 第 II-2 章 第 13 規則 6） 

脱出設備の構造要件（FSS コード） 

(19) 脱出設備として使用される階段および通路は、クリア幅を 700mm 以上とし片側に手摺

を設ける。クリア幅 1,800mm 以上の階段および通路には両側に手摺を設ける。クリア幅は

一方の手摺から反対側の壁もしくは手摺までの距離を考える。階段の傾斜角度は、通常 45

度とし 50 度を越えてはならない。ただし、機関室および小区画では 60 度を越えないもの

とする。階段に設ける扉は階段と同じ幅とすること。 

（以上、FSS ｺｰﾄﾞ 13.3） 

非常配置表（Muster list） 

 転覆、沈没、火災などの切迫した非常事態に備えるために、船舶には予め緊急事態が発

生したときの召集場所、脱出経路、非常時に取るべき行動、救命/消火装置を操作する任務

者の氏名などを明示しておかねばならない。 

 船内配置や安全設備を把握していない旅客船の乗客に対しては、各居室の内部に招集場

所、脱出経路、非常時の行動、救命胴衣の着用方法などの説明書を、イラスト入りでよく

目立ち、かつ分かりやすいように掲示しなければならない。 

 一方、貨物船の場合は乗船者が乗組員であり船内設備を熟知している筈であるが、新人

船員やその船に初めて乗る船員もいるので、主だった箇所には必要な掲示を行うよう要求

している。 

(20) 非常配置表および非常時の指示は、船橋、機関室、居住区域内を含む船内全域の目に

付きやすい場所に掲示しなければならない 

（以上、SOLAS 第 III 章 第 8 規則）。 
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(21) 非常配置表には、一般非常警報装置および船内通報装置の詳細と、この警報が鳴った

場合に乗組員が取るべき行動を明記する。非常配置表には、船舶を放棄する命令を発する

方法も明記する。 

(22) 非常配置表には、それぞれ異なる乗組員グループに割り当てるべき以下の任務を記載

し掲示する。 

・ 船体の水密戸、防火扉、弁、排水管、舷窓、天窓その他開口の閉鎖 

・ 生存艇、その他救命設備の装備 

・ 生存艇の使用準備と進水 

・ その他救命設備の使用準備 

・ 乗組員以外の乗船者の招集 

・ 通信装置の使用 

・ 消火活動に当る消火班の編成 

・ 消火器や消火装置の使用に当る特別任務 

(23) 非常配置表には、救命設備や消火設備がいつでも使用できる良好な状態に維持してお

くべき任務を有する士官を明示する。 

(24) 非常配置表には、指揮者が行動できなくなった事態に備えて、代行者を明示する。 

(25) 非常配置表は船舶の出航前に作成する。非常配置表作成後に何らかの事情の変化が生

じた場合には、船長は表を修正するか作成し直す。 

（以上、SOLAS 第 III 章 第 37 規則） 

招集場所(Muster station)、乗艇場所(Embarkation station)、脱出経路の表示方法 

(26) 招集場所は、乗込場所に近接して設け、招集場所はその場所に割り当てられた人員を

収容するため、１人当たり少なくとも 0.35 平方メートルの、十分な広さを有すること。 

(27) 招集及び乗艇場所は、居住区域及び業務区域から容易に接近できること。 

(28) 招集及び乗艇場所及び左記にいたる通路、階段及び出口は、非常用電源により照明さ

れること。 

(29) 招集場所への経路は IMO シンボルマークを用いて表示すること（IMO シンボルマーク

については本書第 4 章を参照）。 

(30) ダビット進水式及び自由降下式の生存艇の招集及び乗艇場所は、担架を生存艇に置け

るように配置すること。このとき居住区から張り出しをつけて乗艇用のプラットフォーム

に行ける様にするのが通常であるが、乗艇用のプラットフォームを単独に設ける場合は、

プラットフォームへの移動は傾斜梯子とする。 

（以上、SOLAS 第 III 章 第 11 規則）  
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3.2 脱出設備及び脱出経路配置基準 

以降本章掲載割愛
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第 4 章   救命シンボルマーク表示 

救命設備の操作指示及び装備場所等を表示するシンボルマークは、Resolution A. 760 (1

8)として採択された。又、避難用シューターのシンボルマーク追加が Resolution MSC.82(70)

として採択された。 

SOLAS 第 III 章 第 9 規則で表示が要求される救命設備の操作を示すシンボルマークは、A.

760 (18) Annex1 に示された青地白マークの物となり、又、SOLAS 第 III 章 第 20 規則 10 で

表示が要求される救命設備の積付け場所を示すシンボルマークや、SOLAS 第 III 章 第 11 規

則 5 で表示が要求される召集場所へ至る経路を示すシンボルマークは、同 Annex2 に示された

緑地白マークの物になる。 

装備数が複数になる場合は、その数量を明示することが SOLAS 第 III 章 第 20 規則 10 で要

求される。 

船上に掲示される火災制御図及び非常配置表において、各設備の装備場所を示すシンボル

マークは ISO17631 にて規定されており、その使用を推奨することが IMO 総会にて Resolutio

n A. 952 (23)として採択された。 

尚、2019 年１月１日以降に建造される船舶に適用される上記のシンボルマークは、ISO244

09-2 に規定されたものを標準とすることが、Resolution A. 1116 (30)として採択された。 

2019 年 3 月時点で当該 Resolution の適用を要求している主管庁は、バハマ、マーシャルと

マルタである。 
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第 5章 救命設備の要件 

 本章では、救命設備について IMO が要求する内容を記載する。 ここでは造船設計者が大要を理

解することに主眼を置き編集を行った。規則を厳密に適用するためには、必ず最新の SOLAS 及び

LSA コードの原文を参照して頂きたい。なお、LSA コードからの引用条項は「LSA コード規則番号」

を付している。 

5.1 救命設備の一般要件 

(1) 救命設備は、原則として次の要件を満足しなければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 1.2.2) 

 適正な工作方法及び材料で造ること。 

 積付状態で、外気温度が－30℃から 65℃の範囲で損傷しないこと。個人用救命設備の場合

は、－15℃から 40℃の範囲で使用できること。 

 使用時海水に浸るものは海水温度が－1℃から 30℃の範囲で、作動可能なこと。 

 防腐性及び耐食性があり、かつ、海水、油又は菌類により不当に影響を受けないこと。 

 太陽にさらされる場合、それにより劣化を招きにくいこと。 

 探知を容易にするものにあっては、全ての部分がインターナショナルオレンジ、赤みがか

った明るい橙色、または同等の極めて見やすい色のものであること。 

 探知を容易にするものにあっては再帰反射材（Retro-reflective material）が取り付けら

れていること。 

 荒天時の海上において使用されるものは、その環境下で十分に作動すること。 

 救命設備には、承認機関の名称及び操作上の制限を含む承認内容を明瞭に標示すること。 

 電気を利用する救命設備は、短絡した場合において損傷を受けないような措置が講じられ

たものであり、かつ、使用者に危険を及ぼさないものであること。 

(2) 経年劣化に関し、救命設備には、その年数を確認するための手段又は交換を要する日付等を 

標示しなければならない。有効期限の恒久標示は、有効期間を明確にするものであるので、 

有効期限を標示しない電池は、毎年交換しなければならない。また、蓄電池の場合には、電解

質の状態を確認できるものでなければならない。救命用火工品にあっては、有効期限が製造者

により恒久的に標示されること。(LSA ｺｰﾄﾞ 1.2.3) 
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5.2 個人用救命設備 

 個人用救命器具は、海中転落等による水中の浮遊者を救助するための救命浮環と、海上に浮遊す

る場合を想定し、最低限の生存条件を確保するための救命胴衣と、冷水中における人体からの熱損

失を減ずる防護服として着用されるイマーションスーツに分類される。 

5.2.1 救命浮環 

 救命浮環は、舷側や船尾のハンドレール等に、容易に利用することができるように、分散配置す

る。浮環には救助用の救命索を取り付けたり、夜間灯火用として一緒に投下すれば自動的に点火し

て、その所在を示す自己点火灯を索で連結したり、また昼間の遭難信号である自己発煙信号を索で

連結したりして、使用される。 

(1) 浮環本体 

   浮環は外形 800mm 以下、内径 400mm 以上のドーナツ形状の固型浮力材（但し、燈心草、コルク

くず、粒状コルク、他の散粒状材は禁止）でつくられ、14.5kg の鉄片を清水中で 24時間支え

ることができなければならない。浮環周上には直径 9.5mm 以上、長さが浮環の外径の 4倍以上

のつかみ綱があり、浮環周上の等距離にある 4点で浮環に固着されている。浮環は原則として

質量 2.5kg 以上（急速離脱装置を作動しようとする場合は 4.0kg 以上）で、2秒間の耐炎性が

あり、又最小航海状態の喫水線上の積み付け高さ、又は 30ｍの何れか大きい方の高さからの

水上落下後も、損傷を生じてはならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 2.1.1) 

(2) 浮環用自己点火灯 

 自己点火灯は、白色で少なくとも 2 時間、上方の全ての方向に 2カンデラ以上の光度で燃え続

けるか、又は少なくともこれに相当する光度で毎分 50回以上 70回以下の閃光を発することが

でき、かつ水によって火が消えるものであってはならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 2.1.2) 

(3) 浮環用自己発煙信号 

自己発煙信号は、15分間以上水没することなく、一様に視認し易い色の煙を発することがで

きる性能をもち、例え水中に 10秒間全没しても発煙を続けなければならない。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 2.1.3) 
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(4) 救命浮索 

   救命浮索は、直径が 8mm 以上、破断強度 5kN 以上の索からなり、キンクができてはならない。

船舶の各舷の少なくとも一つの救命浮環には、最小航海状態の喫水線上の積付高さの 2 倍又は

30m のいずれかの大きい方の長さ以上の救命浮索を取り付ける。(LSA ｺｰﾄﾞ 2.1.4) 

5.2.2 救命胴衣 

 水中の胴衣着用者の夜間時発見と捜索者への通報を容易にするため、胴衣は灯火と笛を付属して

いる。胴衣は、その浮体構成から固型式と膨張式に分かれ、それぞれ大人用と小児用に分類される。 

(1) 救命胴衣の一般要件 

 人体が水中で意識を失っても口が水面より十分離れた安全な浮遊姿勢となるよう、胴衣の浮力

配分は十分に考慮されなければならない。救命胴衣は、無意識者の体を、顔を下に向けた姿勢

から、RTD(*)の平均値を越えない平均時間以内に口が水面上にあるような姿勢にできること。

また、無意識者の平均口元高さが、RTD(*)における平均口元高さ以上であること。救命胴衣は

個人脱出時に必要不可欠なものであり、1分間以内に着用できること。着用者が、負傷するこ

となく、また、救命胴衣及び取付け物のずれ又は損傷なしに、救命胴衣をつかんだ状態で

4.5m の高所から水中に飛び込みができ、両腕を頭上に上げた状態で少なくとも 1ｍの高所から

水中に飛び込むことができること。(LSA ｺｰﾄﾞ 2.2.1) 

 (*)：IMO 決議 MSC.81(70)に適合する標準参考胴衣 

(2) 膨張式救命胴衣 

   膨張によって浮力が得られる救命胴衣は、2以上の独立した気室を有し、水中で自動膨張する

装置を備えたもので、手動による単一動作で膨張させる装置と口によっても膨張できなければ

ならない。本胴衣は、1つの気室の浮力がなくなっても（1）の性能を保持しなければならな

い。(LSA ｺｰﾄﾞ 2.2.2) 

(3) 救命胴衣灯 

   救命胴衣灯は少なくとも 8時間、0.75 カンデラの光度を有し、これを救命胴衣に取り付けた

場合、上方のできる限り広い範囲において視認できなければならない。また灯火を閃光灯にす

る場合、手動スイッチを備え、少なくとも 8 時間、0.75 カンデラの光度で毎分 50 回以上 70

回以下の閃光を発すること。(LSA ｺｰﾄﾞ 2.2.3) 
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5.2.3 イマーションスーツ 

(1) イマーションスーツの一般要件 

   救命胴衣が水中での人体の浮揚性を付加することを目的としているのに対して、イマーション

スーツは水中での人体の保温性を維持させることを目的としている。従って、イマーションス

ーツは救命胴衣と共に（規則では救命胴衣の下に）着用されるべきもので、そうでなければ救

命胴衣の性能をプラスしたものでなければならない。非常退船時、これを装着し、退船作業等

を迅速、確実に実施するため、イマーションスーツは他人の助けなしに 2分以内に着用でき、

（救命胴衣を併せて着用する場合はこの時間を含む）着用後、はしごの昇降、救命艇の降下作

業、生存艇への乗込み等の作業ができること。また、高さ 4.5ｍ以上の高所から水中に飛び込

んだ後、スーツの中へ水が過度に浸入しないこと。イマーションスーツ又は救命胴衣とともに

着用するイマーションスーツは、着用者の口を水面から 120mm 以上持ち上げることができるこ

と。また、着用者がうつ伏せの姿勢から 5秒以内に仰向けの姿勢になることができること。

(LSA ｺｰﾄﾞ 2.3.1) 

(2) イマーションスーツの保温性能要件 

   イマーションスーツは暖かい衣服とともに着用する衣服併用型とスーツ自身が断熱性をもつ保

温型とに分けられる。着用者が 4.5ｍの高さから水中に飛び込んだ後、衣服併用型では水温

5℃、保温型では水温 0℃～2℃の循環水の中で、衣服併用型では 1 時間、保温型では 6時間経

過した場合に、着用者の体の中心部分の温度が初期より 2℃以上低下してはならない。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 2.3.2) 

5.3 視覚信号 

 視覚信号とは、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号を指す。これらの信号は、万一の遭難事

故発生時、遭難者及び遭難位置が、救助する側からはっきり視認でき、遭難者全員が無事に救助さ

れることを目的とした信号である。以下、それぞれの信号の持つ機能について記述する。 

(1) 落下傘付信号 

   落下傘付きロケットは、垂直に発射した場合、少なくとも 300ｍ以上の高度に達する。ロケッ

トの弾道の頂点又はその近くで、信号炎を発し、30000 カンデラ以上の平均光度で 40秒以上

明るい赤色を発しながら一様に燃焼する。信号炎は、5m/s 以下で落下し、燃焼している間、

落下傘及び付属品が損傷しないこと。(LSA ｺｰﾄﾞ 3.1) 
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(2) 信号紅炎 

   人が手にもって使用する信号であり、点火後明るい赤色で燃焼し、15000 カンデラ以上の平均

光度で 1分以上一様に燃焼する。水面下 100mm において、10秒間水に浸かった後、燃え続け

ること。(LSA ｺｰﾄﾞ 3.2) 

(3) 発煙浮信号 

   点火後、水面に投げ込み水面に浮いた状態で、3分間以上、よく視認できる色の煙を一様に発

煙し続ける。発煙している間は、いかなる炎も発せず、荒天時の海面においても水没しない。

水面下 100mm において、10秒間水に浸った後、煙を発し続けること。(LSA ｺｰﾄﾞ 3.3) 

5.4 生存艇 

5.4.1 救命いかだの一般要件 

(1) 救命いかだの構造 

a) あらゆる海象・気象状態に曝されても、30日間耐えるよう造ること。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.1.1.1) 

b) 18ｍ、または、最小航海状態における喫水線から 18ｍを超える場所に積み付けられた場合 

はその高さから、水面に投下しても救命いかだ本体や艤装品が十分に機能すること。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 4.1.1.2) 

c) 天幕を展張した場合としない場合の両方で、浮いている救命いかだの 4.5m 上から繰り 

返し飛び降りても耐え得ること。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.1.1.3) 

d) 人および艤装品を満載し 1つのシー・アンカーを使用している状態で、静水中を 3 ノット

の速度で曳航されても、救命いかだとその付属品は耐え得る構造とする。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 4.1.1.4) 

e) 救命いかだは、乗員を風雨から保護する天幕を有すること。天幕は水上に浮かんだときに 

自動的に展張すること。天幕は、次の要件を満たさなければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.1.1.5) 

 空気または同等に有効な材料を挟む 2 層構造とし、断熱効果を有すること。空隙に水

が溜まらない配慮を取ること。 

 入口を明確に表示すること。入口は、イマーションスーツ着用者が内外面から容易に

開けられるものとし、かつ、海水、風、冷気は遮断するが通気は可能とするよう内面

から閉められるものとする。8名以上の定員の救命いかだには少なくとも反対の位置

に２つの入口を設ける。 

 入口を閉じても十分な空気を入れられること。 

 少なくとも１つの監視窓を設けること。 

 雨水を集める設備を設けること。  
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 海上１m以上に、レーダートランスポンダーを設置できる設備を設けること。 

 天幕の全域で人が座ることのできる十分な頭上間隔があること。 

(2) 救命いかだの最小収容能力及び質量 

a) ６名未満の定員の救命いかだは認められない。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.1.2.1) 

b) 進水式救命いかだおよび移動する必要の無い救命いかだを除き、救命いかだ並びにその容

器及び艤装品の総質量は 185kg を超えないこと。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.1.2.2) 

(3) 救命いかだの取り付け物 

a) 救命索を救命いかだの内周および外周に取り付ける。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.1.3.1) 

b) 積付け位置から最小航海状態における喫水線までの高さ+10ｍ（最低でも 15m）の長さのも

やい綱（painter）を 取り付ける。もやい綱の破断強度は、定員 26 人以上は 15kN、9～25

人は 10kN、8人以下は 7.5kN とする。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.1.3.2) 

c) 12 時間連続で 4.3 カンデラの白色光を発する手動制御式灯火を天幕頂部に取り付ける。 

閃光灯の場合は、同じ光度で 12時間連続で毎分 50～70 回閃光を発するものとする。灯火 

は天幕が展張したときに自動点灯し、電池は水分で劣化しないものとする。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 4.1.3.3) 

d) 12 時間連続で照明できる手動制御式灯火をいかだの内部に取り付ける。照明は天幕が展張

したときに自動点灯し、操作手引書を読むに十分な光度を発すること。電池は水分で劣化

しないものとする。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.1.3.4) 

(4) ダビット進水式の救命いかだ 

a) 人と艤装品を満載した状態で、船側（横）方向に 3.5m/s の速度の衝撃力、3ｍ以上の高さ

からの水面上への落下に耐え得ること。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.1.4.1.1) 

b) 乗込み甲板舷側に引き寄せ、かつ、乗込む間、救命いかだを確実に保持する設備を設ける。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 4.1.4.1.2) 

c) 貨物船の救命いかだは、乗込み指示から全員が 3 分以内で乗込むことができるように配置

する。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.1.4.3) 

29



(5) 艤装品 

救命いかだには、以下の艤装品を装備する。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.1.5.1) 

 浮き輪（30m 以上の浮くロープ付き） 

 折りたたみ式で無いひも付きナイフ 1 本（浮く柄付き、もやい綱取付部付近）、定員 13

人以上ではさらに 1 本のナイフ（折りたたみでも良い） 

 浮くあかくみ（定員 12名以下は 1個、13 名以上は 2個） 

 2 個のスポンジ 

 2 組のシー・アンカー（耐衝撃性索と引き綱付き、内 1組は予備。進水式救命いかだのシ

ー・アンカーは手動操作だけで展開すること。その他のシー・アンカーは救命いかだが膨

張するときに自動的に展開できること。） 

 2 本の櫂（浮く物） 

 3 個の缶切りと 1丁のはさみ 

 水密容器に収納した応急医療器具 

 1 個の笛または同等の音響信号器 

 4 個の落下傘付信号、6個の信号紅炎、2個の発煙浮信号 

 モールス信号を発することのできる１個の水密電灯（予備電池、予備電球付） 

 レーダー反射器（レーダートランスポンダーが積まれていない場合） 

 日光信号鏡（使用手引書付き） 

 １部の防水救命信号表 

 １組の釣り道具 

 １人合計１万 kJ以上の食料（分割パック詰め、気密包装し水密容器に格納） 

 １人合計 1.5 リットルの清水（水密容器に格納する。このうち一部は海水脱塩装置や逆浸

透性脱塩装置に代えることができる。） 

 1 個の目盛り付きコップ 

 船酔い薬、同用バッグ 

 生存方法の手引き書など 

 保温具（定員の 10％か 2 組のうちいずれか大きい数） 
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(6) 救命いかだの離脱浮揚装置 

a) 救命いかだのもやい綱装置は、船舶と救命いかだを結ぶものであり、また、救命いかだが

離脱しかつ膨張したときに、沈没しつつある船舶によって救命いかだが水中に引きずり込

まれないように設備しなければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.1.6.1) 

b) ウィークリンクを離脱浮揚装置に使用する場合には、救命いかだの容器からもやい綱を引

くために要する力によって破断しないこと、及び救命いかだが膨張することができる十分

な強さとして 2.2±0.4kN の張力で破断するものであること。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.1.6.2) 

c) 水圧式離脱装置を離脱浮揚装置に使用する場合には、次の要件に適合するものであること。

(LSA ｺｰﾄﾞ 4.1.6.3) 

 水圧式離脱装置の作動不良を防止するような適切な材料で造ること。水圧式離脱装置

の部品のメッキその他の金属被覆は認めない。 

 水深 4ｍを越えない深さで救命いかだを自動的に離脱すること。 

 水圧式離脱装置が通常の位置にある場合には、水圧室に水がたまるのを防ぐドレン抜

きがあること。 

 海水が水圧式離脱装置にかかる場合には、その離脱を防止すること。 

 水圧式離脱装置の外側には、恒久的に型式及び製造番号を標示すること。 

 型式、製造番号、製造時期及び収容人数 25 人を超える救命いかだに適しているかを

水圧式離脱装置又は銘板に恒久的に標示すること。水圧式離脱装置が使い捨ての場合

にはこの規定に替えて有効期限を標示すること。 

 もやい綱装置に接続する部品は、もやい綱に必要とされる以上の強さを有すること。 

5.4.2  膨張式救命いかだ 

(1) 膨張式救命いかだの構造 

a) 主浮力気室は、各室に設けた逆止弁を介して膨張する、2つ以上の独立した区画で構成す

ること。いずれか一つの区画が損傷したり膨張しなかった場合でも、残りの正常な区画によ

っていかだの全周に亘って正の乾舷を維持し、定員分の重量を支持できること。(82.5kg/人

で計算) (LSA ｺｰﾄﾞ 4.2.2.1) 

b) 床は防水性とし、以下のいずれかの方法で冷温を遮断できること。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.2.2.2) 

 乗員によって膨張させることができる、または自動膨張した後乗員が空気を出し入れ

できる一つ以上の気室 

 膨張によらない他の同等な手段 
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c) 一人で膨張させることができ、また、毒性の無いガスで膨張すること。18℃～20℃の周囲

温度では 1分以内に、－30℃では 3分以内に膨張が完了すること。膨張後、人や艤装品を

満載した状態で形状を維持できること。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.2.2.3) 

d) 各気室は、使用圧力の 3 倍に耐え、安全弁かガス供給を絞ることにより使用圧力の 2倍に

達することを防止できること。使用圧力を維持できるように、充気ポンプかふいごを取り

付ける設備を設ける。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.2.2.4) 

(2) 膨張式救命いかだの収容能力 

膨張式救命いかだに収容できる人数は、次のうちの小さい方とする。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.2.3) 

 膨張した主気室（支柱等は除く）の容積（m3）を 0.096 で除した最大整数 

 気室の内端まで計測した内部水平断面積（m2）を 0.372 で除した最大整数 

 平均体重 82.5kg の人が、イマーションスーツと救命胴衣（進水式救命いかだの場合は救命

胴衣）を着て、救命いかだ装備品の操作に支障なく十分な快適さと頭上空間を維持して着

席できる人数 

(3) 膨張式救命いかだへの乗り込み 

a) 1 箇所の入口には、海上から人が乗込めるように、体重 100kg の人を支えることができる

乗込み用のタラップを取り付ける。乗込み用のタラップが損傷した場合には、救命いかだ

が著しく収縮することを防止する措置をとること。2個所以上の入口があるダビット進水

式の救命いかだの場合には、引き寄せ索及び乗込装置の反対側の入口に乗込み用のタラッ

プを設置する。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.2.4.1) 

b) 乗込み用のタラップを取り付けない入口には、いかだの軽荷喫水線から 0.4m 以上の深さに

最下段を有する乗込み用のはしごを設ける。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.2.4.2) 

c) 救命いかだの内部には、人がはしごから救命いかだに乗込むことを助ける装置を備える。

(LSA ｺｰﾄﾞ 4.2.4.3) 

(4) 膨張式救命いかだの復原性 

a)  完全に膨張し天幕を上にして浮かんでいる状態で、荒海でも安定であること。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 4.2.5.1) 

b) 上下が逆さになった状態から、荒海中でも静水中でも一人で正位置に反転できる復原性を

有すること。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.2.5.2) 

c)  静水中で人と艤装品を満載し 3ノットの速度で曳航できる復原性を有すること。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 4.2.5.3) 
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d) 以下の要件に適合するウォーター・ポケット（安定水嚢）を備えること。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 4.2.5.4) 

 ウォーター・ポケットは目立つ色とすること。 

 25 秒の展張で容積の 60％まで膨らむこと。 

 10 人用の救命いかだでは、ポケットは 220 リットルの総容積を有すること。 

 10 人を超える定員の救命いかだでは、ポケットは 20 x N(定員数)リットル以上の総容

積を有すること。 

 ポケットは救命いかだの円周に沿って対称に配置すること。救命いかだの下から空気を

逃がす装置を設けること。 

(5) 膨張式救命いかだの容器 

a) 膨張式救命いかだは、次の要件を満たす容器に格納する。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.2.6.1) 

 海上における厳しい損耗に耐えること。 

 船舶が沈没したとき、容器の中からもやい綱を引いて膨張機構を作動させるため、救

命いかだと艤装品を格納した状態で十分な浮力を有すること。 

 容器の底のドレン穴を除いて、水密であること。 

b) 水上の救命いかだが容器から出たとき、正立の状態で膨張するように格納すること。 

（LSA ｺｰﾄﾞ 4.2.6.2） 

c) 容器には次の事項を標示する。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.2.6.3) 

 製造者名または商標 

 製造番号 

 承認した主官庁名および収容可能な定員数 

 SOLAS 

 格納されている非常用パックの種類 

 最後に整備を受けた日付 

 もやい綱の長さ 

 救命いかだの質量が 185kg を超える場合、その質量 

 喫水線からの最大許容積み付け高さ 

 進水要領 
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(6) 膨張式救命いかだの標示 

a) 膨張式救命いかだには次の事項を標示する。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.2.7.1) 

 製造者名または商標 

 製造番号 

 製造時期（年月） 

 承認した主官庁名 

 最後に整備を受けた整備事業所の名称および場所 

 収容できる定員数、救命いかだの色と対照的な色で、各入口の上に標示する 

b) 容器を開けずに船舶符号等が変更できるように、船名と船籍港を救命いかだにマークする

方法を備えること。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.2.7.2) 

(7) ダビット進水式の膨張式救命いかだ 

a) フックや索で吊り下げられるとき、以下の荷重に耐え得ること。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.2.8.1) 

 周囲温度および救命いかだ温度が 20℃±3℃、安全弁が作動しない状態で、定員と艤

装品の合計重量の 4 倍の荷重 

 周囲温度および救命いかだ温度が－30℃、安全弁が作動した状態で、定員と艤装品の

合計重量の 1.1 倍の荷重 

b) 膨張時や救命いかだが進水する際に、容器や部品が海中に落下しないようにする。 

（LSA ｺｰﾄﾞ 4.2.8.2） 

(8) 膨張式救命いかだの追加の艤装品 

a) LSA コードﾞ 4.1.5.1 に規定する艤装品に加え、膨張式救命いかだには、次の艤装品を追加

して備える。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.2.9.1) 

 気室の破損を修理する修理用具 

 1 台の充気ポンプまたはふいご 

b) LSA コード 4.1.5.1 の規定により要求されるナイフ、缶切り、はさみは安全タイプである 

こと。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.2.9.2) 

5.4.3 固型救命いかだ（貨物船では殆ど使用しないため省略する） 
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5.4.4 救命艇の一般要件 

(1) 救命艇の構造 

a) 救命艇は、次の規定を満たす十分な強さのものでなければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.4.1.3) 

 定員および艤装品を満載したまま安全に進水することができること。 

 船舶が静穏な水面を 5ノットの前方への行き足がついている場合に進水し、かつ、曳

航されることができること。 

b) 着席するためにスオート、ベンチ又は固定椅子を備えるものとし、次の荷重をささえるこ

とができなければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.4.1.5) 

 LSA-4.4.2.2 に規定する座席に 1人当たり 100kg とした定員に相当する静的荷重 

 つり索によって進水する救命艇が少なくとも 3m の高さから水上に落ちる場合、いずれ

の座席位置においても 100kg の荷重 

 自由降下式救命艇がその承認された自由降下の高さの少なくとも 1.3 倍の高さから進

水する場合、いずれの座席位置においても 100kg の荷重 

c) 自由降下式救命艇を除く、つり索によって浸水する救命艇は、定員及び艤装品を満載し、

かつ、適用可能な場合にはスケート又は防舷材を所定の位置に取り付け、速度 3.5m/s 以

上で船側に対する横方向の衝撃及び少なくとも 3ｍの高所からの水中への投下に耐えるこ

とができる十分な強さのものでなければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.4.1.7) 
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(2) 救命艇の収容能力 

 つり索によって進水する救命艇における収容人数は、次の数のいずれか小さい方の数とする。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 4.4.2.2) 

 1 人当たりの平均質量を 82.5kg とし、すべての者が救命胴衣を着用する場合に、救命

艇の推進装置及び艤装品の操作を妨げることなく、通常の位置に着席することができる

人数 

 図 5.1 による着席配置によって得ることができる座席数。足台が取付けられており、脚

部に十分な空間を有し及び上部座席と下部座席との間に 350mm 以上の垂直距離がある場

合いは、図 5.1 に示すように着席配置を重複させることができる。 

(3) 救命艇への乗り込み 

貨物船の救命艇は、乗り込みの指示が与えられた時から 3分以内に定員が乗込むことができる 

ように配置しなければならない。また、救命艇は、迅速におりることもできなければならない。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 4.4.3.2) 

図 5-1 
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(4) 救命艇の浮力 

救命艇は、固有の浮揚性を有するものとするか又は浸水して海水に浸っている場合に、艤装品 

を満載した救命艇を浮かすための十分な固有の浮力材を取り付けていなければならない。救命 

艇に収容することができる人数について１人当たり 280N 浮力に等しい追加の固有の浮力材を 

取り付けなければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.4.4) 

(5) 救命艇のフリーボード及び復原性 

救命艇は、救命艇に収容することを認められる人数の 50％に相当する人員が中心線の片側の 

通常の位置に着席した場合において、安定しかつ正の GMを有さなければならない。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 4.4.5.1) 

(6) 救命艇の推進 

a) 救命艇は、圧縮点火機関により動力が供給されなければならない。引火点が 43℃以下の燃

料を救命艇の機関に使用してはならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.4.6.1) 

b) 機関は、手動による始動装置又は 2個の独立した再充電可能な電源を有する動力による始

動装置を備えなければならない。始動に必要な補助装置も備えなければならない。機関の

始動装置及び始動のための補助装置は、-15℃の周囲温度で機関を始動させるための操作を

開始してから 2分以内に機関を始動するものでなければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.4.6.2) 

c) 機関は、救命艇を水面から離して、冷えた状態から始動した後、5分間以上作動すること

ができるものでなければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.4.6.3) 

d) 救命艇の前進速力は、静穏な水面において定員及び艤装品を満載し、かつ、すべての機関

駆動の補機を作動させている場合に、少なくとも 6 ノット、また、定員及び艤装品を満載

した船舶に搭載されている最大の救命いかだ又はその同等物を引く場合には、少なくとも

2ノット以上の速力でなければならない。24時間以上 6ノットの速度で定員及び艤装品を

満載した救命艇を走らせるために十分な燃料を備えなければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.4.6.8) 

e) すべての機関始動用電池、無線用電池及び探照灯用電池を再充電するための装置を備えな

ければならない。無線用電池は、機関の始動のための電力の供給に使用してはならない。

50V 以下の供給電圧で船舶の電源から救命艇の電池を再充電するための装置であって、救

命艇の乗艇場所において船舶との接続を切り離せるもの又は太陽電池式充電装置を備えな

ければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.4.6.11) 

f) 機関を始動し、かつ、作動するための防水した指導書を備えるものとし、その指導書は、

機関の始動を制御する場所の近くの目につきやすい場所に提示しなければならない。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 4.4.6.12) 
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(7) 救命艇の付着品 

a) 救命艇には、少なくとも 1 個のドレン弁を艇体の最下点近くに取り付けなければならない。

この弁は、救命艇が水上にないとき、艇体から排水するため自動的に開くものとし、また、

救命艇が水上にあるときは、水の浸入を防ぐため自動的に閉じるものでなければならない。

自由降下式救命艇には本ドレン弁は要求されない。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.4.7.1) 

b) 救命艇には、舵及びチラーを取り付けなければならない。舵輪又は他の遠隔操舵装置を設

ける場合には、チラーは、当該操舵装置が故障したときに舵を制御できるものでなければ

ならない。舵は、恒久的に救命艇に取り付けなければならない。チラーは、ラダー・スト

ックに恒久的に取り付けるか又は連結していなければならない。ただし、救命艇に遠隔操

舵装置がある場合には、チラーは、取り外し、ラダー・ストックの近くに確実に積み付け

ることができる。舵及びチラーは、離脱装置又はプロペラの作動により損傷しないように

配置しなければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.4.7.2) 

c) 舵及びプロペラの近くを除く、適切なハンドホールド又は浮き得る救命索を救命艇の外周

に沿った喫水線の上方で、水中にある人の手が届く範囲に取り付けなければならない。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 4.4.7.3) 

d) 救命艇には、LSA ｺｰﾄﾞ 4.4.8 に規定する艤装品のうち、小型のもの、水及び救難食糧を収

納するために十分な水密の容器又は区画室を備えなければならない。救命艇は、雨水を集

める装置及び必要な場合には飲料水を作るための手動による海水脱塩装置を備えなければ

ならない。集めた水を貯蔵するための装置を備えなければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.4.7.5) 

e) 自由降下式救命艇を除くつり索によって進水する救命艇には、離脱装置を取り付けなけれ

ばならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.4.7.6) 

 離脱装置については、すべてのフックを同時に開放するように措置をとること。 

 離脱装置は、救命艇が完全に進水しているときに開放できるものであること。また、

救命艇が進水していない場合にあっては、偶発的又は尚早な離脱を回避又は防止する。

安全インターロックの解除又はバイパスを含む、複数回の意図的かつ継続的な動作に

よって開放されるものであること。 

 離脱装置は、次に掲げるいずれかの方法により救命艇内の乗組員が明快に揚収準備が

整ったことを把握できるように設計及び設置されなければならない。 

- 各フックにおいて、可動部又は可動部を適切な位置に固定する部分が、適切にか

つ完全にリセットされたことを直接視認すること。 

- 各フックにおいて、可動部を適切な位置に固定する機構が、適切にかつ完全にリ

セットされたことを確認するための調整不要な指示器を視認すること。 

- 各フックにおいて、容易に操作できる機械的指示器により、可動部を適切な位置

に固定する機構が、適切にかつ完全にリセットされたことを確認すること。 
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 離脱制御器は、その周囲と対照的な色を用いて明確に標示すること。 

 保守作業時に離脱機構を開放するために、救命艇をつり下げる手段を備えること。 

f) 救命艇には、船首付近にもやい綱を結ぶ装置を取り付けなければならない。装置は、穏や

かな海上で 5 ノットまでの前方への行き足がついている船舶によって曳航されているとき、

救命艇を不安全又は不安定にさせるものであてはならない。また、自由降下式救命艇を除

きもやい綱を結ぶ装置には、穏やかな海上で 5ノットまでの前方への行き足がついている

船舶と連結しているもやい綱を、救命艇の内部から離すことができる離脱装置も含めなけ

ればならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.4.7.7) 

j) 船側から進水する救命艇は、進水を容易にし、救命艇の損傷を防止するために必要なスケ

ート及び防舷材を有していなければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.4.7.9) 

(8) 救命艇の艤装品 

救命艇には、以下の艤装品を装備する（LSA ｺｰﾄﾞ 4.4.8） 

 浮くオール（自由降下式救命艇を除く）、2 個のボート・フック 

 1 個の浮くあかくみ、2個のバケツ 

 生存方法の指導書など 

 1 個のコンパス 

 1 個のシー・アンカー（耐衝撃性の曳索と引揚索付き） 

 2 本のもやい綱（自由降下式救命艇においては、2 本のもやい綱を、直ちに使用するため

に艇の船首付近に配置する。） 

 手おの（救命艇の両端に各 1 個） 

 １人合計 3リットルの清水（水密容器に格納。このうち一部は海水脱塩装置をもって代え

ることができる。） 

 1 個のひしゃく（索付き）、1個の目盛付きコップ 

 １人合計１万 kJ以上の食料（気密包装し水密容器に格納） 

 4 個の落下傘付信号、6個の信号紅炎、2個の発煙浮信号 

 モールス信号を発することのできる１個の水密電灯（予備電池、予備電球付） 

 日光信号鏡（使用手引書付き）、1 部の防水救命信号表、1 個の笛又は同等の音響信号器 

 水密容器に収納した応急医療器具、船酔い薬、同用バッグ 

 1 個のジャックナイフ、3 個の缶切 

 2 個の浮き輪（30m 以上の浮くロープ付き）、1個の手動ポンプ（ビルジ排出用） 

 １組の釣り道具、機関及び付着品調整用の工具、持運び式消火器 

 1 個の探照灯、1 個のレーダー反射器（レーダートランスポンダーが積まれていない場合） 

 保温具（定員の 10％か 2 組のうちいずれか大きい数） 
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5.4.5 部分閉囲型救命艇（貨物船では使用しないため省略する） 

5.4.6  全閉囲型救命艇 

(1) 覆い 

自由降下式救命艇を含む全閉囲型救命艇では救命艇への出入りは、水密のハッチによって行う。 

ダビット進水式の全閉囲型救命艇では、このハッチは、進水後の離船時に何らかの理由でエン 

ジンが作動しなかった場合に艇内からオールで漕ぐことが可能なように配置しなければならな 

い。しかし自由降下式救命艇においては漕ぐことができなくてもよい。（LSA ｺｰﾄﾞ 4.6.2） 

(2) 転覆及び復原 

自由降下式救命艇は、救命艇が転覆した時と同様に自由降下進水の間にも、100kg の質量の人 

をその場所に確実に保持するように設計されたハーネスを、識別できるよう着色し、各座席に 

設けること（LSA ｺｰﾄﾞ 4.6.3.1）。 

本規則ではダビット進水式の全閉囲型救命艇においては安全ベルトのみを要求している。 

5.4.7 自由降下式救命艇 

(1) 一般要件 

自由降下式救命艇は、自由降下式救命艇としての要件 LSA コード 4.7 に加えて、 LSA コード

4.4 に規定される救命艇の一般要件、および LSAコード 4.6 に規定される全閉囲型救命艇の要

件に適合しなければならない。 
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(2) 自由降下式救命艇の収容能力 

自由降下式救命艇の座席の幅は 480mm 以上とし、図 5.2 に示すように、背もたれから前方への 

間隙は 650mm 以上とする。この背もたれは、座部から上方に少なくとも 1,075mm 伸ばさなけ 

ればならない。（LSA ｺｰﾄﾞ 4.7.2） 座席の幅および前方座席との間隙は LSA コード 4.4.2 に 

規定されている救命艇の一般要件と同じであるが、自由降下式救命艇の座席には着水時の衝撃 

を受けるための背もたれが要求される点で異なっている。 

図 5-2 
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(3) 性能要件 

自由降下式救命艇は、艤装品を満載し、かつ、次に規定するように乗員を配置した状態で、承 

認された高さから船舶が 10°まで縦傾斜し、かつ、20°まで横傾斜している状態で自由降下 

進水した後、没水直後前方へ進行し、かつ、船舶と接触してはならない。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 4.7.3.1） 

 すべての乗組定員 

 乗艇者の重量中心を最前方の位置にもたらす配置 

 乗艇者の重量中心を最後方の位置にもたらす配置 

 操作乗組員のみ 

 (4) 構造 

自由降下式救命艇は、乗組定員と艤装品を満載したときに、承認された自由降下高さの少な 

くとも 1.3 倍の高さからの自由降下進水に耐える十分な強度を有していなければならない。 

一方で、一般の救命艇に要求される船側に衝突した際の衝撃等に対する要求はない。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 4.7.4) 

 (5) 有害な加速度に対する保護 

進水時の有害な加速度に対する乗員の保護として、自由降下式救命艇は、艤装品を満載し、 

かつ、次に規定するように乗員を配置した状態にて、船舶が 10°まで縦傾斜し、かつ、20° 

まで横傾斜している不利な状態において、静穏な水面で承認された高さから進水した結果生 

じる有害な加速度に対する保護を確保するように造られなければならない。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 4.7.5) 

 すべての乗組定員 

 乗艇者の重量中心を最前方の位置にもたらす配置 

 乗艇者の重量中心を最後方の位置にもたらす配置 

 操作乗組員のみ 
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 (6) 救命艇の離脱装置 

a) 艇内からのみ操作でき、周囲と識別できるよう着色をした、離脱装置のために独立した 2 

個の起動装置を備えること。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.7.6.1) 

b) 無負荷の積み付け状態から、艤装品および承認された人数を搭載した通常の重量の少なく

とも 200％の積み付け状態まで、いかなる条件であっても、救命艇を離脱できるもの。

(LSA ｺｰﾄﾞ 4.7.6.2) 

c) 偶発的又は尚早な使用に対して適切に保護されているもの。(LSA ｺｰﾄﾞ 4.7.6.3)

d) 救命艇を進水させることなく離脱装置を試験できるよう設計されているもの。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 4.7.6.4) 

e) 使用材料の最高強さに対し、6 倍の安全率をもって設計されているもの。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 4.7.6.5) 

5.4.8 空気自給式救命艇 

空気自給式救命艇は、毒性の蒸気やガスを発生する貨物を積載する船舶（ケミカル船など）

に要求される。空気自給式救命艇は、LSA コード 4.6 または 4.7 の規定に加え、すべての入り

口及び開口を閉じて航行する場合に、10 分間以上、救命艇内の空気が安全、かつ、呼吸可能

なように維持されなければならず、また、機関が正常に作動するようにしなければならない。

この時間中、救命艇内の気圧は、外部の気圧よりも下がることなく、また、外部の気圧よりも

20hPa を超えて高くなってはならない。この装置は、空気供給圧力を常に表示する可視表示器

を有しなければならない。 

5.4.9 耐火救命艇 

(1) 耐火救命艇は、引火点 60℃以下の貨物を積載する船舶（タンカーなど）に要求される。 

LSA コード 4.8の規定に加え、水面上にある耐火救命艇は、連続した油火災に 8分間以上 

覆われた場合に、救命艇に収容することが認められた人員を保護することができるもので 

あること。 

(2) 耐火のための水噴霧装置を有する救命艇は、次の要件を満たさなければならない。 

 水噴霧装置による散水は、自己呼び水型の動力ポンプによって海中からくみ上げること。

この装置は、救命艇の外側を覆う散水の「始動」及び「停止」ができること。 

 海水吸入口は、海面からの引火性液体の吸入を防ぐように配置すること。 

 水噴霧装置は、清水で洗い流し、かつ、完全に排水ができること。 
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5.5 救助艇 

5.5.1 救助艇 

(1) 一般要件 

 救助艇は、固型、膨張式またはその組合せのいずれでも良い。(LSA ｺｰﾄﾞ 5.1.1.3) 

 長さは 3.8m 以上 8.5m 以下であること。(LSA ｺｰﾄﾞ 5.1.1.3.1) 

 5 名の着席した者と、1名の担架上に伏した者を運べること。(LSA ｺｰﾄﾞ 5.1.1.3.2) 

 エンジンを搭載し、人員及び艤装品を満載した状態で、6ノットの速度で 4 時間以上走行

できること。(LSA ｺｰﾄﾞ 5.1.1.6) 

 エンジンは船内機も船外機も認められる。(LSA ｺｰﾄﾞ 5.1.1.8) 

 遭難者の救助ができるだけでなく、自船に積載する最大容量の救命いかだ 1 組を 2ノット

で曳航できること。(LSA ｺｰﾄﾞ 5.1.1.7) 

(2) 救助艇の艤装品 

救助艇の標準艤装品は、次のものをいう。(LSA ｺｰﾄﾞ 5.1.2) 

 浮くオールまたは櫂 

 1 個の浮くあかくみ 

 1 個の羅針箱 

 1 個のシー・アンカー（10m 以上の曳索と引揚索付き） 

 もやい綱、救命いかだ曳航索（50m 以上） 

 モールス信号を発することのできる１個の水密電灯（予備電池、予備電球付） 

 1 個の笛又は同等の音響信号器 

 水密容器に収納した応急医療器具 

 2 個の浮き輪（30m 以上の浮くロープ付き） 

 1 個の探照灯、1個のレーダー反射器 

 保温具（定員の 10％か 2 組のうちいずれか大きい数） 

 持運び式消火器 

(3) 膨張型救助艇の追加要件 

膨張式救助艇は人および艤装品を満載して吊り下げても十分な強度を有すること。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 5.1.3.2) 

44



5.6 進水装置及び乗艇装置 

5.6.1 進水装置及び乗艇装置 

(1) 一般要件 

a) 進水装置は、船舶が 10°まで縦傾斜しかつ 20°まで横傾斜している不利な状態において、

艤装品を満載した当該装置によって進水する救命艇および救命いかだ並びに救助艇を安全

に進水できるように配置しなければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.1.1) 

 総定員が乗り込んでいる場合 

 要求される操作乗組員のみが乗り込んだ場合 

b)  MARPOL に従って計算されるさらに大きな最終横傾斜を有する油タンカー、液化ガス船な

どでは、その最終横傾斜で満足すること。(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.1.2) 

c)  進水装置は、定員および艤装品を満載した状態若しくは軽荷状態の救命艇、救命いかだ又

は救助艇を当該装置によって進水させるために、重力又は船舶の動力源と独立し蓄えた機

械力以外の手段に依存するものであってはならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.1.3) 

d) 進水装置は、通常の保守が最小限となるようなものでなければならない。船舶の乗組員に

よる定期的な保守を必要とするすべての部分は、容易に近づくことができ、かつ、容易に保

守することができなければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.1.4) 

e) 進水装置およびその附属品（ウインチの制動装置を除く）は、最大使用荷重の 2.2 倍以上

の荷重による静的試験に耐える十分な強さを有しなければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.1.5) 

f) 構造部材および進水装置とともに使用するすべての滑車、つり索、アイ・プレート、リン

ク、締め具その他のすべての取付け物は、最大使用荷重および使用材料の引張強さに基づく

安全係数以上で設計しなければならない。ダビッドおよびウインチの構造部材に適用する最

小安全係数は 4.5 とし、また、つり索、つり鎖、リンクおよび滑車に適用する最小安全係

数は 6 でなければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.1.6) 

g) 進水装置は、実行可能な限り着氷状態において有効なものでなければならない。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.1.7) 

h) 救命艇の進水装置は、救命艇を乗組員とともに揚収することができなければならない。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.1.8) 

i)  救助艇の進水・揚収装置は、定員および艤装品が満載の状態で、水面から 0.3m/s の速さ

で引き揚げることができる動力ウインチを装備すること。(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.1.9) 

k) 進水装置は、乗込みの指示が与えられた時から 3 分以内に定員が安全に救命艇に乗込むこ

とができるように配置しなければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.1.10) 

l) 救助艇のための進水装置は、重い滑車により危険を伴う場合、荒天時揚収用のリカバリー

ストラップを設けること。(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.1.11)  
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(2) つり索及びウインチを使用する進水装置 

a) 進水装置は、本船の甲板上の位置から、並びに、救命艇、救命いかだ又は救助艇の内部の

位置から、1人で操作することができるようにしなければならない。甲板上の位置から 1

人によって進水されたとき、救命艇、救命いかだ又は救助艇をその人が視認できなければ

ならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.2.2) 

b) 進水装置のウインチの制動装置は、以下のテストに耐える強度を有すること。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.2.5) 

 最大使用荷重の 1.5 倍以上の静的荷重試験 

 最大降下速度において最大使用荷重の 1.1 倍の動的荷重試験 

c) 救命艇及び救命いかだ並びに救助艇の揚収のために手動の装置を設ける。手動装置のハン

ドルやホイ―ルは、救命艇及び救命いかだ若しくは救助艇を降ろしている場合、又は動力

により揚収している場合に、ウインチ回転部によって回転しないこと。(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.2.6) 

d) ダビットアームが動力により揚収される場合には、つり索又はダビットの過応力を避ける

ため、自動的に動力をとめる安全装置を取り付けること。(動力装置が過応力を防止するよ

うデザインされている場合を除く) (LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.2.7) 

e)  満載状態の救命艇及び救命いかだ又は救助艇を水上に降ろす速度は次の式で与えられる値

以上とする。(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.2.8) 

S = 0.4 + 0.02H 

S：降下速度（m/s） 

H：ダビット・ヘッドから最小航海状態における喫水線までの高さ(m) 

f) 乗組員が乗艇していない、艤装品を満載した救命いかだの降下速度は主管庁が適当と認め

るところによるが、少なくとも LSA コード 6.1.2.8 の規定の 70％とする。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.2.9) 

g) 過度の力からの乗員の保護及び非常停止時の慣性力及び進水装置の強度を考慮し、進水装

置には、最大降下速度を超えないことを確保するための装置を備えなければならない。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.2.10) 

h) 進水装置には、定員及び艤装品を満載した救命艇、救命いかだ又は救助艇の降下を停止し、

かつ、確実に保持することができる制動装置を取り付けなければならない。制動パッドは

水及び油から保護すること。(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.2.11) 

i) 手動制動装置は、甲板上若しくは救命艇、救命いかだ又は救助艇内にいる使用者が、制動

装置を「停止」位置にする以外、常に制動が働いているようにすること 

(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.2.12) 
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j) 救命艇のための進水装置は、保守作業時に離脱機構を開放するために、救命艇をつり下げ

る手段を備えなければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.2.13) 

(3) 離脱浮揚進水式 

救命いかだが進水装置を必要とし、かつ、進水装置が離脱浮揚として設計されている場合 

には、積付け位置からの救命いかだの離脱浮揚は自動的に行われるものでなければならない。

(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.3) 

(4) 自由降下進水装置 

a) 自由降下進水装置は、LSA コード 6.1.1 の規定に加え、本規定にもよらなければならない。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.4.1) 

b) 進水装置は、救命艇が進水している間、火花と火災を引き起こすおそれのある摩擦を防止

しなければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.4.3) 

自由降下進水時の救命艇の滑走を想定したものであり、これによりランプには摩擦を減少

させるためのローラー等が設けられているのが一般的である 。 

c) 進水装置は、進水位置について、最小航海状態の船舶における進水装置が扱う救命艇の最

下点から水面までの距離が、LSA コード 4.7.3 の規定による救命艇の承認された自由降下

高さを超えないように設計配置されなければならない (LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.4.4) 

d) 進水装置は、無人の格納位置にある救命艇の不慮の離脱を妨げるように配置されなければ

ならない。救命艇の内側から離脱できないように救命艇をしっかり止める装置がある場合、

当該装置が解除された後、救命艇への乗艇がなされるように配置されなければならない。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.4.5) 

正規離脱装置以外の固定装置の例としては、例えばワイヤー等の固縛などが考えられる。

もしワイヤーの解除を忘れたまま乗艇し、艇内からフック式の離脱装置を解除した後にワ

イヤーが固縛されていることに気づいたような場合、フック式の離脱装置のリセットが容

易に可能であれば問題ないが、そうでない場合に離脱装置を解除したままワイヤー固縛を

解除して進水させるなどの操作は非常に危険なため、これを防止するための要件である。 

e) 離脱装置は、救命艇の内側から少なくとも 2つの独立した動作により救命艇を進水させる

ことができるよう配置されなければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.4.6) 
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f) 進水装置は、つり索によって救命艇を進水させる補助的な装置をもたなければならない。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.4.7)  

 船舶が 2°まで縦傾斜しかつ 5°まで横傾斜している不利な状態において、救命艇を進

水させることができればよい。 

 LSA コード 6.1.2.8 の降下速度の要求は適合しなくてもよい。 

 補助的な進水装置が重力方式、蓄積された機械力又は、他の手動装置によらない場合、

進水装置は船舶の主および非常用電源双方に接続されなければならない。補助的な進

水装置の場合は、船舶の主および非常用電源双方に接続することで、LSA コード

6.1.1.3 の一般要件では認められていない本船電源を動力源として使用することが認

められている。 

g) 補助的進水装置は、少なくとも単一で負荷がかかっていない時に救命艇を離脱させる能力

を備えていなければならない。(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.4.8)  

(5) 救命いかだの進水装置 

救命いかだの進水装置は、救命いかだを降ろす間尚早な離脱を防止するようなものとし、水上 

に浮かんだ時に救命いかだを離脱する自動離脱フックを設けること。離脱フックは荷重のかか 

っているフックを外せること。負荷時の離脱制御は次の要件を満たすものでなければならない。 

(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.5)  

 自動離脱機能を作動させる制御と明確に区別すること。 

 操作のために少なくとも 2 つの異なる動作を必要とすること。 

 フックに 150kg の荷重がかかっているとき、荷重を解放するために 600N 以上 700N 以下の

力を必要とするか、または、フックの不用意な離脱に対する同等かつ適切な保護手段を設

けること。 

 甲板上の乗組員が、離脱機構が適切かつ完全にセットされていることを確認できるデザイ

ンとすること。 

(6) 乗艇用はしご 

甲板からはしごの最上段への通行及びその逆の安全な通行を確保するため、ハンドホールドを 

取り付けること。(LSA ｺｰﾄﾞ 6.1.6.1)  
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5.7 その他の救命設備 

5.7.1 救命索発射器 (LSA ｺｰﾄﾞ 7.1) 

(1) 救命索発射器は、遭難漂流者を救助するため、船上から救命索を発射する器具であり、次の要

件を満たさなければならない。 

 十分正確に索を発射することができること。 

 静穏な天候において、策を少なくとも 230ｍ運ぶことができる 4個以上の発射体を含むこ

と。 

 破断強さが 2kN 以上である 4 筋以上の索を含むこと。 

 救命索発射器の使用を明瞭に説明した簡潔な指示又は図が記載されていること。 

(2) ピストル発射ロケットの場合のロケット、又はロケットと索が一体になっている場合の発射体

は、防水の機能を備えたケースに収納しなければならない。更に、ピストル発射ロケットの場

合には、点火装置とともに索及びロケットは、風雨密の機能を備えたケースに収納しなければ

ならない。 

5.7.2 一般警報及び船内通報装置 

(1) 一般非常警報装置 (LSA ｺｰﾄﾞ 7.2.1) 

a) 一般非常警報装置は非常時船内に警報を発し、乗組員を招集場所に集め、非常配置に 

付くことを知らせるための装置で、次の要件を満たさなければならない。 

 船舶の汽笛又はサイレンの他に、専用の電動のベル、クラクション又は他の同等な警

報装置を装備すること。 

 非常警報信号は、短音 7回以上及びこれに続く長音 1 回とする。 

 これらの電源は主電源及び非常用電源から供給すること。 

 これらは、船橋から操作できること。又汽笛を除いて、他の重要な場所（Other 

strategic points）からも操作できること。 

b)  非常警報音の最低音圧レベルは 80dB(A)以上、かつ、穏やかな天候にある船が通常の装置

が稼動している間存在する周囲の騒音レベルより 10dB(A)以上であること。 

c)  船室内就寝場所及び浴室における音圧レベルは、75dB(A)以上、かつ、周囲の騒音レベル

より 10dB(A)以上であること。 
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(2) 船内通報装置 (LSA ｺｰﾄﾞ 7.2.2) 

a) 船内通報装置は、乗組員が通常いるすべての場所及び召集場所へメッセージの放送が 

できるスピーカー設備がなければならない。 

b) 通常の航海状態において、緊急放送する最低音圧レベルは次の通りとする。 

 内部区域で 75dB(A)とし、会話妨害レベルより 20dB(A)以上であること。 

 外部区域で 80dB(A)とし、会話妨害レベルより 15dB(A)以上であること 

5.8 救命用無線設備 

5.8.1 双方向ＶＨＦ無線電話装置 

双方向ＶＨＦ無線電話装置は、次の要件を満たさなければならない。 

 SOLAS 第Ⅲ章第 6規則により 3台備える。 

 非常の際に救命艇相互間、船舶と救助艇との間等で有効かつ確実に通信できること。 

 非熟練者が手袋を着用している場合でも容易に操作できること。 

 水密でありかつ、1m の高さから木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。 

 無線電話遭難周波数を含む 2ch 以上の周波数において通信できること。 

 送信時間と受信時間の比が 1対 9である場合において 8時間以上連続して使用できること。 

5.8.2 レーダー・トランスポンダー（ＳＡＲＴ） 

レーダー・トランスポンダー（ＳＡＲＴ）は、次の要件を満たさなければならない。 

 SOLAS 第Ⅲ章第 6規則により各舷に少なくとも 1台備える。 

 自由降下式救命艇を搭載している場合には、1台を自由降下式救命艇に備え、その他は、船

内での使用及びその他の救命艇及び救命いかだへの移設が行えるよう、船橋に極めて近い場

所に保管する。 

 非熟練者が容易に作動し得るものとし、レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段によ

り示すことができること。 

 水密であり 20m の高さから水上に投下した場合に損傷しないこと。 

 水上に浮くことができ、かつ、浮揚性の索が取り付けられたものであること（救命艇等と一

体となって備え付けられている場合を除く） 

 96 時間の待機状態を続けた後、8 時間以上連続して応答することができること。 
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5.9 非常脱出用呼吸具（ＥＥＢＤ） 

(1) 非常脱出用呼吸具は、空気や酸素を供給する装置で、危険な状況の区画からの脱出のみに使用

される。非常脱出用呼吸具は、次の要件を満たさなければならない。(NK 鋼船規則 R編

23.2.2) 

 少なくとも 10分の持続をするものであること。 

 ずきんやフルフェイスピースを含み、避難の間、適切に目、鼻、口を保護するものである

こと。ずきんやフルフェイスピースは炎を通さない材料で構成され、視界のため透明な窓

を有すること。 

 使用されていない非常脱出用呼吸具は、両手が自由の状態で持ち運びできること。 

 保管されている非常脱出用呼吸具は、周囲の環境から適切に保護されなければならない。 

 簡略な使用説明や図が非常脱出用呼吸具にはっきりと印刷されていること。危険な雰囲気

から逃れる時間がわずかしかない場合でも簡単に素早く着用できるものであること。 

(2) 非常脱出用呼吸具に関する用語は次の通り定義されている。(NK 鋼船規則 R編 23.2.2) 

 「ずきん」とは、頭・首を完全に覆い（肩の一部を覆うものもある）、頭を保護するもの

をいう。 

 「フェイスピース」とは、目・鼻・口が完全に密封され、適当な手段で定着されて顔が覆

われるよう設計されたもので、顔を保護するものをいう 

 「危険な雰囲気」とは、命や健康を直ちに危険にする雰囲気をいう。 
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第 6章  訓練要領・保守点検 

以降本章掲載割愛
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第 7 章 救命設備の課題（SOLAS 改正の動きと我が国の対応） 

以降本章掲載割愛
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第 8章   救命設備及び脱出設備に関する各社アンケート及び 

     ポートステートコントロール（PSC）による指摘事項 

8.1 救命設備及び脱出設備に関する各社アンケート 

以降本章掲載割愛
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8.2 ポートステートコントロール（PSC）による指摘事項について 

PSC は、サブスタンダード船を撲滅し、海上における船舶の安全確保のために有効な手段と

考えられ、関連する国際条約の改正とあいまってその活動が強化されてきている。又、その

検査手順も ISM コードの全船舶への適用を機会とし、船舶の設備のみを対象とするのではな

く、本船の保守や操作に関する制度上の欠陥まで多く指摘されるようになってきている。 

2017 年 1 月から 12 月までに、383 隻の NK（日本海事協会）船級船について計 426 件の PSC

による拘留が報告されており、この隻数は、500GT 以上の NK 船級船の総数である 8,445 隻に

対して 4.5%の割合となる。 

本章ではこのような現状を踏まえ、近年の PSC による救命設備及び脱出設備に対する指摘

事項について調査し、造船所の設計に起因する項目の抽出、分類とその解説を行う。 

尚、本章で示したデータ、及び文章の一部は以下の文献より引用した。 

(1) Class NK Port State Control 年次報告書 June 2018 

(2) NK PSC 月例情報 2016～2017 

55



8.2.1 拘留につながった欠陥の分析 

500GT 以上の NK 船級船について、拘留につながった欠陥の分析を行う。 

(1) 分野別 

2015 年から 2017 年までに報告された欠陥の分野別の件数を図 8-2-1 に示す。ここ 3 年

間、救命設備に関する欠陥が消防設備、ISM 関連に次いで多い件数となっている。 

図 8-2-1 欠陥の分野別の件数  
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救命設備に関する欠陥の内訳を表 8-2-1 に示す。主にメンテナンスの不備である。 

表 8-2-1 救命設備に関する欠陥の内訳 

Item 2015 2016 2017 Noted Deficiencies 

救命艇 55 62 51 エンジンの作動不良（バッテリー不良を含む） 
負荷離脱装置の復旧不良

救助艇 17 9 14 エンジンの作動不良（バッテリー不良を含む）

救助艇の進水及び揚収

装置
5 13 13 ダビットの作動不良（構成部品の固着等）

生存艇の乗艇装置 4 8 11乗艇用はしごの破損・衰耗

生存艇の進水及び揚収

装置
4 14 10 ダビットの作動不良（構成部品の固着等）

(2) 国別 

2015 年から 2017 年の間に、救命設備及び脱出設備の欠陥を指摘した件数が比較的多い、

中国、ロシアの PSC による指摘内容を表 8-2-2、8-2-3 に示す。 

表 8-2-2  PSC の国籍とその内容 （中国） 

指摘件数の多い拘留欠陥の項目 2015 2016 2017

救命艇 14 15 22

船舶及び設備の保守 5 8 17

防火仕切りの防火戸及び開口 8 8 16

通風筒、空気管、ケーシング 11 14 14

経営資源及び要員配置 5 10 9

防火構造 11 6 8

生存艇の乗艇装置 0 4 8

脱出設備 5 3 7

緊急事態への準備 5 3 7

油水分離装置 6 9 6

汚水処理装置 11 5 6

ハッチカバー 6 3 6

非常用消火ポンプ 6 12 5

その他（健康の保護、福祉及び社会保障による保護） 0 0 5
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表 8-2-3 PSC の国籍とその内容 （ロシア） 

指摘件数の多い拘留欠陥の項目 2015 2016 2017

非常用消火ポンプ 1 8 5

救命艇 6 11 3

消火ポンプとその配管 1 3 3

火災探知装置 0 3 3

航海灯、形象物、音響物 3 2 3

救助艇 0 1 3

8.2.2 造船所の設計に起因する救命設備及び脱出設備に関する欠陥の指摘 

NK のホームページには同船級船に対する PSC の指摘事項を纏めた月例情報が掲載されて

いるが、その 2016 年 1 月から 2018 年 5 月までの約 8,500 件を調査した。その結果、ISM

に関連するメンテ不足、教育不足等の明らかな本船運用上の欠陥を指摘された項目が大半

であった。その内、本船のみの責任と断言出来ず造船所の設計にも起因する可能性を否定

できないものを含めた 86 件の項目を表 8-2-4 に示す。 

以下にその内容の分類と解説を行う。 

(1) シンボルマーク、手引書の掲示に関する欠陥 

・ 19 件確認できた。 

・ 掲示されていない欠陥は、就航後の脱落の可能性もある。 

・ 手引書が非常灯の照射範囲に配置されていない欠陥は、就航後の運航者による手直

しに起因する可能性があるが、造船所の設計に起因する可能性もある。 

(2) 図書の内容に関する欠陥 

・ 19 件確認できた。 

・ SOLAS Training Manual 等を造船所で準備する場合には、その内容が実際に装備さ

れている設備の仕様や配置と一致していない欠陥は、就航後の運航者による手直し

に起因する可能性があるが、造船所の設計に起因する可能性もある。 

(3) 避難設備に関する欠陥 

・ 19 件確認できた。 

・ 機関室からのエスケープトランク寸法の不備、暴露安全通路沿いの手摺中間棒高さ

の不備やストレッチャーの救助艇への搬出入が困難な欠陥は、造船所の設計に起因

する可能性が高い  
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(4) 救命設備の仕様に関する欠陥 

・ 16 件確認できた。 

・ 救命浮環の重量、寸法の欠陥は、就航後の運航者による手直しに起因する可能性があ

るが、造船所の設計に起因する可能性もある。 

(5) 救命設備の配置に関する欠陥 

・ 13 件確認できた。 

・ 操作性を阻害する配置の欠陥は、就航後の運航者による手直しに起因する可能性があ

るが、造船所の設計に起因する可能性もある。 

国別の PSC による指摘件数では中国：25 件、オーストラリア：11 件、ロシア：6 件の順

に多かった。 
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O
 S
ym
bo
l 
fo
r 
e
n
gi
ne
 r
o
o
m
 e
m
e
rg
e
n
c
y

e
sc
ap
e
 t
ru
n
k 
do
o
r 
at
 l
o
w
e
r 
pl
at
fo
rm
 w
as
 n
o
t

av
ai
la
bl
e
 d
u
ri
n
g 
in
sp
e
c
ti
o
n
.

シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
掲
示

2
0
1
7

S
e
p.

G
E
N
E
R
A
L
 C
A
R
G
O

H
O
N
G
 K
O
N
G

H
O
N
G
 K
O
N
G

E
m
ba
rk
at
io
n
 a
rr
an
ge
m
e
n
ts
 s
u
rv
iv
al
 c
ra
ft

N
o
 s
ym
bo
l 
po
st
e
d 
in
 t
h
e
 v
ic
in
it
y 
fo
r 
po
rt
 a
n
d

st
ar
bo
ar
d 
e
m
ba
rk
at
io
n
 l
ad
d
e
r.

シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
掲
示

2
0
1
7

J
an

C
O
N
T
A
IN
E
R
 C
A
R
R
IE
R

C
H
IN
A

Z
H
A
N
G
Z
H
O
U

M
e
an
s 
o
f 
e
sc
ap
e

R
o
u
te
 t
o
 m
u
st
e
r 
st
at
io
n
 n
o
 I
M
O
 s
ym
bo
l.

シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
掲
示

2
0
1
7

S
e
p.

C
H
N

G
U
A
N
G
Z
H
O
U

O
pe
ra
ti
o
n
al
 r
e
ad
in
e
ss
 o
f 
lif
e
sa
vi
n
g 
ap
pl
ia
n
c
e
s

N
u
m
be
r 
o
f 
im
m
e
rs
io
n
 s
u
it
s 
in
 b
ri
dg
e
 n
o
t 
be
 p
o
st
e
d.
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
掲
示

2
0
1
7

N
o
v.

J
P
N

K
IN
U
U
R
A

E
m
e
rg
e
n
c
y 
e
qu
ip
m
e
n
t 
fo
r 
2
-
w
ay
 c
o
m
m
u
n
ic
at
io
n

N
u
m
be
r 
o
f 
tw
o
-
w
ay
 r
ad
io
 t
e
le
ph
o
n
e
 i
n 
br
id
ge
 n
o
t

po
st
e
d.

シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
掲
示

2
0
1
7

F
e
b.

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

U
K
R
A
IN
E

Y
U
Z
H
N
E

G
an
gw
ay
, 
ac
c
o
m
m
o
da
ti
o
n
-
la
dd
e
r

G
an
gw
ay
 c
ap
ac
it
y 
m
ar
ki
n
g 
is
 m
is
si
n
g.

シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
掲
示

2
0
1
7

F
e
b.

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

T
U
R
K
E
Y

IS
K
E
N
D
E
R
U
N

G
an
gw
ay
, 
ac
c
o
m
m
o
da
ti
o
n
-
la
dd
e
r

A
c
c
o
m
m
o
da
ti
o
n
 l
ad
de
r 
S
W
L
 m
ar
ki
n
g 
m
is
si
n
g.

シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
掲
示

2
0
1
7

F
e
b.

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

C
H
IN
A

L
IA
N
Y
U
N
G
A
N
G

L
if
e
bo
at
 i
n
ve
n
to
ry

L
if
e
bo
at
 n
u
m
be
r 
n
o
t 
m
ar
ke
d.

シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
掲
示

2
0
1
7

F
e
b

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

B
E
L
G
IU
M

A
N
T
W
E
R
P

L
if
e
ja
c
ke
ts
 i
n
c
l. 
pr
o
vi
si
o
n
 a
n
d 
di
sp
o
si
ti
o
n

L
if
e
ja
c
ke
ts
 a
n
d 
im
m
e
rs
io
n
 s
u
it
s 
in
 f
o
re
c
as
tl
e
 a
re

n
o
t 
pl
ac
e
d 
in
 w
ay
 o
f 
IM
O
 s
ym
bo
ls
. 
(I
S
M
)

シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
掲
示

2
0
1
7

M
ay

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

A
U
S
T
R
A
L
IA

D
A
M
P
IE
R

O
n
 b
o
ar
d 
tr
ai
n
in
g 
an
d 
in
st
ru
c
ti
o
n
s

P
o
rt
 a
n
d 
st
ar
bo
ar
d 
lif
e
bo
at
 r
e
le
as
e
 h
o
o
ks
 (
fo
rw
ar
d

an
d 
af
t)
 h
o
o
k 
re
le
as
e
 a
n
d 
re
se
t 
in
st
ru
c
ti
o
n
s 
n
o
t

po
st
e
d.

手
引
書
掲
示

2
0
1
7

J
u
n

C
H
N

N
A
N
S
H
A
, 
G
U
A
N
G
Z
H
O
U

L
if
e
ja
c
ke
ts
 i
n
c
l. 
pr
o
vi
si
o
n
 a
n
d 
di
sp
o
si
ti
o
n

In
st
ru
c
ti
o
n
 f
o
r 
lif
e
ja
c
ke
ts
 i
n
 E
C
R
 i
n
c
o
rr
e
c
te
d 
an
d

n
o
t 
be
 p
o
st
e
d 
th
e
 q
u
an
ti
ti
e
s

手
引
書
掲
示

2
0
1
7

S
e
p.

IS
R

A
S
H
D
O
D

R
e
sc
u
e
 b
o
at
s

R
e
sc
u
e
 b
o
at
;

 L
if
ti
n
g 
ro
pe
s 
n
o
t 
sy
n
c
h
ro
n
iz
e
,

 R
u
bb
e
r 
bo
at
-
A
ri
 m
is
si
n
g,
 L
au
n
c
h
in
g 
in
st
ru
c
ti
o
n
 n
o
t

u
n
de
r 
e
m
e
rg
e
n
c
y 
lig
h
t.
 A
ll 
e
qu
ip
m
e
n
t 
in
 p
o
rt
ab
le

c
as
e
s.

手
引
書
掲
示

2
0
1
7

J
an
.

C
H
IP
 C
A
R
R
IE
R

A
U
S
T
R
A
L
IA

B
U
R
N
IE

E
m
ba
rk
at
io
n
 a
rr
an
ge
m
e
n
ts
 s
u
rv
iv
al
 c
ra
ft

In
st
ru
c
ti
o
n
s 
fo
r 
th
e
 l
au
n
c
h
in
g 
o
f 
lif
e
bo
at
 (
P
 &
 S
)

bo
th
 p
o
rt
si
de
 n
o
t 
av
ai
la
bl
e
 a
t 
th
e
 e
m
ba
rk
at
io
n
 d
e
c
k.
手
引
書
掲
示

2
0
1
7

N
o
v.

C
O
N
T
A
IN
E
R
 C
A
R
R
IE
R

K
O
R
E
A

B
U
S
A
N

L
au
n
c
h
in
g 
ar
ra
n
ge
m
e
n
ts
 f
o
r 
re
sc
u
e
 b
o
at
s

In
st
ru
c
ti
o
n
 f
o
r 
re
sc
u
e
 b
o
at
 n
o
t 
u
n
de
r 
e
m
e
rg
e
n
c
y

lig
h
t.

手
引
書
掲
示

2
0
1
7

O
c
t.

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

C
H
IN
A

Q
IN
G
D
A
O

L
au
n
c
h
in
g 
ar
ra
n
ge
m
e
n
ts
 f
o
r 
su
rv
iv
al
 c
ra
ft

In
st
ru
c
ti
o
n
 f
o
r 
la
u
n
c
h
in
g 
lif
e
ra
ft
 (
P
o
rt
) 
n
o
t 
se
e
 c
le
ar

w
it
h
in
 t
h
e
 v
ic
in
it
y 
o
f 
e
m
e
rg
e
n
c
y 
lig
h
t.
 (
IS
M
)

手
引
書
掲
示

2
0
1
7

J
u
n

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

C
H
IN
A

T
IA
N
J
IN

L
au
n
c
h
in
g 
ar
ra
n
ge
m
e
n
ts
 f
o
r 
su
rv
iv
al
 c
ra
ft

T
h
e
 i
n
st
ru
c
ti
o
n
 o
f 
lif
e
ra
ft
 l
au
n
c
h
in
g 
n
o
t 
be
lo
w
 t
h
e

e
m
e
rg
e
n
c
y 
lig
h
t.
 (
IS
M
)

手
引
書
掲
示

2
0
1
7

A
pr

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

C
H
IN
A

Q
IN
G
D
A
O

O
th
e
r 
(l
if
e
 s
av
in
g)

S
ta
rb
o
ar
d 
si
de
 l
if
e
ra
ft
 l
au
n
c
h
in
g 
pr
o
c
e
du
re

in
st
ru
c
ti
o
n
 n
o
t 
lo
c
at
e
d 
u
n
de
r 
e
m
e
rg
e
n
c
y 
lig
h
t.

手
引
書
掲
示

表
8
-
2
-
4
 造
船
所
の
設
計
に
起
因
す
る
救
命
設
備
及
び
脱
出
設
備
に
関
す
る
欠
陥
に
対
す
る
P
S
C
の
指
摘

60



年
度

月
船
型

P
S
C

港
設
備

指
摘
内
容

分
類

表
8
-
2
-
4
 造
船
所
の
設
計
に
起
因
す
る
救
命
設
備
及
び
脱
出
設
備
に
関
す
る
欠
陥
に
対
す
る
P
S
C
の
指
摘

2
0
1
6

S
e
p.

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

U
S
A

S
A
N
 F
R
A
N
C
IS
C
O

O
n
 b
o
ar
d 
tr
ai
n
in
g 
an
d 
in
st
ru
c
ti
o
n
s

T
e
rm
s 
an
d 
ill
u
st
ra
te
d 
w
h
e
n
e
ve
r 
po
ss
ib
le
 t
h
e

tr
ai
n
in
g 
m
an
u
al
 i
s 
n
o
t 
sh
ip
 s
pe
c
if
ic
 a
n
d 
do
e
s 
n
o
t

c
o
rr
e
c
tl
y 
e
xp
la
in
 t
h
e
 r
e
qu
ir
e
m
e
n
ts
 o
f 
pr
o
gr
am
 2
.3
.4
.
手
引
書
　
内
容

2
0
1
7

A
u
g.

B
U
L
K
/
L
U
M
B
E
R
 C
A
R
R
IE
R

R
U
S
S
IA

R
U
T
A
M

A
c
c
e
ss
/
 s
tr
u
c
tu
ra
l 
fe
at
u
re
s 
(s
h
ip
)

S
h
ip
 s
tr
u
c
tu
re
 a
c
c
e
ss
 m
an
u
al
 i
s 
n
o
t 
ap
pr
o
ve
d 
by

ad
m
in
is
tr
at
io
n
.

手
引
書
　
内
容

2
0
1
7

F
e
b

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

A
U
S
T
R
A
L
IA

P
O
R
T
 H
E
A
D
L
A
N
D

O
n
 b
o
ar
d 
tr
ai
n
in
g 
an
d 
in
st
ru
c
ti
o
n
s

O
pe
ra
ti
o
n
 i
n
st
ru
c
ti
o
n
 o
f 
sh
ip
 s
pe
c
if
ic
 L
S
A
 a
n
d 
F
F
E

n
o
t 
in
c
lu
de
d 
in
 S
O
L
A
S
 T
ra
in
in
g 
M
an
u
al
s.
 (
IS
M
)

手
引
書
　
内
容

2
0
1
6

F
e
b

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

S
P
A
IN

A
V
IL
E
S

O
n
 b
o
ar
d 
tr
ai
n
in
g 
an
d 
in
st
ru
c
ti
o
n
s

T
ra
in
in
g 
m
an
u
al
s 
do
e
s 
n
o
t 
in
c
lu
de
 i
n
st
ru
c
ti
o
n
 o
n

e
n
c
lo
se
 s
pa
c
e
 e
n
tr
y.

手
引
書
　
内
容

2
0
1
6

F
e
b

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

S
P
A
IN

A
V
IL
E
S

O
n
 b
o
ar
d 
tr
ai
n
in
g 
an
d 
in
st
ru
c
ti
o
n
s

L
if
e
sa
vi
n
g 
ap
p
lia
n
c
e
s 
in
st
ru
c
ti
o
n
s 
n
o
t 
in
 t
h
e

w
o
rk
in
g 
la
n
gu
ag
e
 (
R
u
ss
ia
n
) 
an
d 
sh
o
w
in
g 
di
ff
e
re
n
t

bo
at
s 
th
at
 h
av
e
 o
n
bo
ar
d.
(I
S
M
)

手
引
書
　
内
容

2
0
1
6

F
e
b

G
E
N
E
R
A
L
 C
A
R
G
O

K
O
R
E
A

U
L
S
A
N

L
au
n
c
h
in
g 
ar
ra
n
ge
m
e
n
ts
 f
o
r 
su
rv
iv
al
 c
ra
ft

L
if
e
 r
af
t(
p&
s)
 l
au
n
c
h
in
g 
in
st
ru
c
ti
o
n
s 
n
o
t 
c
o
in
c
id
e
d

w
it
h
 a
c
tu
al
 f
it
te
d 
c
o
n
di
ti
o
n
.

手
引
書
　
内
容

2
0
1
6

J
an

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

C
A
N
A
D
A

T
R
O
IS
 R
IV
IE
R
E
S

O
n
 b
o
ar
d 
tr
ai
n
in
g 
an
d 
in
st
ru
c
ti
o
n
s

L
S
A
 m
an
u
al
 n
o
t 
sh
ip
 s
pe
c
if
ic
. 
D
o
n
n
in
g 
o
f 
im
m
e
rs
io
n

su
it
s

手
引
書
　
内
容

2
0
1
6

J
an

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

F
R
A
N
C
E

D
U
N
K
E
R
Q
U
E

O
n
 b
o
ar
d 
tr
ai
n
in
g 
an
d 
in
st
ru
c
ti
o
n
s

L
S
A
 t
ra
in
in
g 
m
an
u
al
 m
is
si
n
g 
in
 t
h
e
 t
w
o

 m
e
ss
e
s 
(c
re
w
 a
n
d 
o
ff
ic
e
rs
).

手
引
書
　
内
容

2
0
1
7

M
ar

A
U
S

H
A
Y
 P
O
IN
T

O
n
 b
o
ar
d 
tr
ai
n
in
g 
an
d 
in
st
ru
c
ti
o
n
s

S
O
L
A
S
 t
ra
in
in
g 
m
an
u
al
 n
o
t 
sh
ip
 s
pe
c
if
ic

手
引
書
　
内
容

2
0
1
6

M
ay

A
U
S

G
L
A
D
S
T
O
N
E

O
n
 b
o
ar
d 
tr
ai
n
in
g 
an
d 
in
st
ru
c
ti
o
n
s

S
O
L
A
S
 t
ra
in
in
g 
m
an
u
al
 n
o
t 
sh
ip
 s
pe
c
if
ic
.

(P
ro
c
e
du
re
 f
o
r 
si
m
u
la
ti
o
n
 l
au
n
c
h
in
g 
n
o
t 
e
st
ab
lis
h
e
d)

(I
S
M
)

手
引
書
　
内
容

2
0
1
6

M
ay

A
U
S

O
N
S
L
O
W

O
n
 b
o
ar
d 
tr
ai
n
in
g 
an
d 
in
st
ru
c
ti
o
n
s

S
O
L
A
S
 t
ra
in
in
g 
m
an
u
al
 n
o
t 
sh
ip
 s
pe
c
if
ic

手
引
書
　
内
容

2
0
1
7

M
ay

R
O
U

C
O
N
S
T
A
N
T
Z
A

O
n
 b
o
ar
d 
tr
ai
n
in
g 
an
d 
in
st
ru
c
ti
o
n
s

T
ra
in
in
g 
m
an
u
al
s(
L
S
A
/
F
F
) 
n
o
t 
sp
e
c
if
ic
 f
o
r 
th
e

ve
ss
e
l/
in
c
o
m
pl
e
te
 d
e
ta
ils
. 
(I
S
M
)

手
引
書
　
内
容

2
0
1
7

N
o
v.

A
U
S

D
A
M
P
IE
R

O
n
 b
o
ar
d 
tr
ai
n
in
g 
an
d 
in
st
ru
c
ti
o
n
s

O
n
 b
o
ar
d 
S
O
L
A
S
 T
ra
in
in
g 
m
an
u
al
 i
s 
n
o
t 
sh
ip

sp
e
c
if
ic
. 
(I
S
M
)

手
引
書
　
内
容

2
0
1
8

N
o
v.

C
A
N

V
A
N
C
O
U
V
E
R

In
fl
at
ab
le
 l
if
e
ra
ft
s

L
/
R
 a
c
tu
al
 a
rr
an
ge
m
e
n
t 
an
d 
la
u
n
c
h
in
g 
in
st
. 
do
e
s

n
o
t 
m
at
c
h
.

手
引
書
　
内
容

2
0
1
8

D
e
c

G
B
R

IP
S
W
IC
H

O
th
e
r 
(l
if
e
 s
av
in
g)

L
au
n
c
h
in
g 
in
st
ru
c
ti
o
n
s 
fo
r 
lif
e
ra
ft
s 
n
o
t 
sp
e
c
if
ic
 t
o

sh
ip
`s
 a
c
tu
al
 a
rr
an
ge
m
e
n
t.
 (
IS
M
)

手
引
書
　
内
容

2
0
1
7

F
e
b.

C
O
N
T
A
IN
E
R
 C
A
R
R
IE
R

H
O
N
G
 K
O
N
G

N
A
G
O
Y
A
, 
A
IC
H
I

L
au
n
c
h
in
g 
ar
ra
n
ge
m
e
n
ts
 f
o
r 
su
rv
iv
al
 c
ra
ft

P
o
rt
 d
av
it
 l
au
n
c
h
in
g 
lif
e
ra
ft
, 
th
e
 l
au
n
c
h
in
g

in
st
ru
c
ti
o
n
 (
u
n
de
r 
e
m
e
rg
e
n
c
y 
lig
h
t)
 w
as
 n
o
t 
sp
e
c
if
ic

fo
r 
da
vi
t 
la
u
n
c
h
in
g 
o
pe
ra
ti
o
n
.

手
引
書
　
内
容

2
0
1
7

J
an
.

G
E
N
E
R
A
L
 C
A
R
G
O

H
O
N
G
 K
O
N
G

H
O
N
G
 K
O
N
G

L
if
e
 s
av
in
g 
ap
pl
ia
n
c
e
s

D
av
it
 l
au
n
c
h
in
g 
lif
e
 r
af
t 
(S
-
si
de
),
 t
h
e
 l
au
n
c
h
in
g

in
st
ru
c
ti
o
n
 (
be
lo
w
 e
m
e
rg
e
n
c
y 
lig
h
t)
 i
s 
n
o
t 
sp
e
c
if
ic

fo
r 
da
vi
t 
la
u
n
c
h
in
g.

手
引
書
　
内
容

2
0
1
7

A
pr

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

C
H
IN
A

H
U
M
E
N

O
pe
ra
ti
o
n
 o
f 
L
if
e
 S
av
in
g 
A
pp
lia
n
c
e
s

T
h
e
 i
n
st
ru
c
ti
o
n
 o
f 
lif
e
bo
at
 l
au
n
c
h
in
g 
o
n
ly
 o
pe
n
 t
yp
e
.
手
引
書
　
内
容

2
0
1
7

J
u
n

G
E
N
E
R
A
L
 C
A
R
G
O

J
A
P
A
N

Y
O
K
K
A
IC
H
I

O
th
e
r 
(l
if
e
 s
av
in
g)

In
st
ru
c
ti
o
n
 m
an
u
al
 f
o
r 
re
sc
u
e
 b
o
at
 u
n
ab
le
 t
o

pr
o
du
c
e
 u
po
n
 r
e
qu
e
st
.

手
引
書
　
内
容
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年
度

月
船
型

P
S
C

港
設
備

指
摘
内
容

分
類

表
8
-
2
-
4
 造
船
所
の
設
計
に
起
因
す
る
救
命
設
備
及
び
脱
出
設
備
に
関
す
る
欠
陥
に
対
す
る
P
S
C
の
指
摘

2
0
1
7

O
c
t.

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

U
K

G
IB
R
A
L
T
A
R

M
e
an
s 
o
f 
e
sc
ap
e

E
/
R
 e
sc
ap
e
 r
o
o
m
 t
ru
n
k 
fo
u
n
d 
w
it
h
 n
o
 l
ig
h
ti
n
g.
 (
IS
M
)
避
難
経
路

2
0
1
7

A
u
g.

G
E
N
E
R
A
L
 C
A
R
G
O

C
H
IN
A

G
U
A
N
G
Z
H
O
U

E
m
ba
rk
at
io
n
 a
rr
an
ge
m
e
n
ts
 r
e
sc
u
e
 b
o
at
s

S
tr
e
tc
h
e
r 
te
am
 c
an
 n
o
t 
e
n
tr
e
 t
he
 l
if
e
bo
at
 s
af
e
ly
 a
t

L
/
B
 p
la
tf
o
rm
 a
n
d 
th
e
 m
e
an
s 
fo
r 
h
o
ld
in
g 
th
e
 L
/
B

ag
ai
n
st
 t
o
 t
h
e
 s
h
ip
 s
id
e
 n
o
t 
be
 p
ro
vi
de
d.

避
難
経
路

2
0
1
7

A
pr

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

C
H
IN
A

H
U
M
E
N

M
e
an
s 
o
f 
e
sc
ap
e

O
n
e
 p
ar
t 
in
te
rn
al
 d
im
e
n
si
o
n
s 
o
f 
e
n
gi
n
e
 r
o
o
m
 e
sc
ap
e

w
ay
 o
n
ly
 6
0
0
m
m
 x
 6
0
0
m
m
. 
(I
S
M
)

避
難
経
路

2
0
1
7

A
pr

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

C
H
IN
A

Q
IN
G
D
A
O

M
e
an
s 
o
f 
e
sc
ap
e

A
 s
e
c
o
n
d 
m
e
an
s 
o
f 
ac
c
e
ss
 t
o
 t
h
e
 s
pa
c
e
 c
o
n
ta
in
in
g

e
m
e
rg
e
n
c
y 
fi
re
 p
u
m
p 
n
o
t 
av
ai
la
bl
e
 d
u
e
 t
o
 t
h
e

st
e
e
ri
n
g 
ge
ar
 r
o
o
m
 o
n
 p
o
o
p 
de
c
k 
lo
c
ke
d 
in
si
de
.

避
難
経
路

2
0
1
6

M
ar

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

C
H
IN
A

G
U
A
N
G
Z
H
O
U

M
e
an
s 
o
f 
e
sc
ap
e

H
an
d 
ra
il 
fo
r 
th
e
 e
sc
ap
e
 r
o
u
te
 n
e
ar
by
 d
ry
in
g 
ro
o
m

an
d 
o
ff
ic
e
r`
s 
la
u
n
dr
y 
&
 l
o
c
ke
r 
ro
o
m
 i
n
 C
 d
e
c
k 
n
o
t

be
 p
ro
vi
de
d.

避
難
経
路

2
0
1
6

M
ar

G
E
N
E
R
A
L
 C
A
R
G
O

S
L
O
V
E
N
IA

K
O
P
E
R

M
e
an
s 
o
f 
e
sc
ap
e

E
m
'c
y 
e
sc
ap
e
 c
o
ve
rs
 f
ro
m
 E
/
R
 a
lt
 a
n
d 
fw
d 
c
an
 n
o
t

be
 o
pe
n
e
d 
in
te
rn
al
ly
 b
y 
o
n
e
 p
e
rs
o
n
.

避
難
経
路

2
0
1
6

F
e
b

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

R
O
M
A
N
IA

C
O
N
S
T
A
N
T
Z
A

A
c
c
e
ss
/
 s
tr
u
c
tu
ra
l 
fe
at
u
re
s 
(s
h
ip
)

S
e
ve
ra
l 
e
n
gi
ne
 r
o
o
m
 f
lo
o
ri
n
g 
pl
at
e
s 
n
o
t 
pr
o
pe
rl
y

se
c
u
re
d.

避
難
経
路

2
0
1
6

F
e
b

D
E
U

H
A
M
B
U
R
G

D
o
o
rs

D
o
o
r 
fr
o
m
 m
ai
n
 d
e
c
k 
to
 t
h
e
 h
o
sp
it
al
 n
o
t

w
e
at
he
rt
ig
h
t.

避
難
経
路

2
0
1
6

M
ar

C
H
N

X
IA
N
G
A
N
G

E
m
ba
rk
at
io
n
 a
rr
an
ge
m
e
n
ts
 s
u
rv
iv
al
 c
ra
ft

T
h
e
 w
id
th
 o
f 
th
e
 s
te
ps
 f
o
r 
th
e
 e
m
ba
rk
at
io
n
 l
ad
de
rs

st
o
re
d 
o
n
 b
o
th
 s
id
e
s 
is
 l
e
ss
 t
h
an
 1
1
5
m
m
.

避
難
経
路

2
0
1
6

A
pr

A
U
S

H
A
Y
 P
O
IN
T

M
ea
n
s 
o
f 
e
sc
ap
e

E
n
gi
n
e
-
ro
o
m
 e
sc
ap
e
 d
o
o
r 
bo
tt
o
m
 p
la
te
s 
n
o
t 
se
lf
-

c
lo
si
n
g.

避
難
経
路

2
0
1
6

M
ay

C
H
N

H
o
n
g 
K
o
n
g

M
e
an
s 
o
f 
e
sc
ap
e

E
m
e
rg
e
n
c
y 
e
sc
ap
e
 d
o
o
r 
lo
c
ke
d 
in
si
de
 t
o
 p
re
ve
n
t

re
sc
u
e
 f
ro
m
 o
u
ts
id
e

避
難
経
路

2
0
1
7

J
u
n

C
H
N

X
IA
M
E
N

R
ai
lin
g,
 g
an
gw
ay
, 
w
al
kw
ay
 a
n
d 
m
e
an
s 
fo
r 
sa
fe
 p
as
sa
ge

T
h
e
 o
pe
n
in
g 
be
lo
w
 t
h
e
 l
o
w
e
st
 c
o
u
rs
e
 o
f 
th
e
 g
u
ar
d

ra
ils
 e
xc
e
e
d 
2
3
0
 M
M
 i
n
 m
ai
n
 d
e
c
k(
2
4
0
-
2
5
0
M
M
).

避
難
経
路

2
0
1
7

S
e
p.

C
H
N

L
IA
N
Y
U
N
G
A
N
G

M
e
an
s 
o
f 
e
sc
ap
e

B
u
lk
h
e
ad
 b
e
tw
e
e
n
 E
/
R
 a
n
d 
e
sc
ap
e
 t
ru
n
k 
n
o
 h
e
at

in
su
la
ti
o
n
 a
t 
m
ai
n
 d
e
c
k.

避
難
経
路

2
0
1
7

O
c
t.

J
P
N

T
O
K
U
Y
A
M
A

M
e
an
s 
o
f 
e
sc
ap
e

E
/
R
 e
sc
ap
e
 t
ru
n
k 
do
o
r

 -
do
e
s 
n
o
t 
c
lo
se
 c
o
m
pl
e
te
ly

避
難
経
路

2
0
1
7

O
c
t.

G
E
N
E
R
A
L
 C
A
R
G
O

N
E
T
H
E
R
L
A
N
D
S

R
O
T
T
E
R
D
A
M

M
e
an
s 
o
f 
e
sc
ap
e

E
m
e
rg
e
n
c
y 
e
sc
ap
e
 h
at
c
h
 E
/
G
 r
o
o
m
 w
as
 n
o
t 
ab
le
 t
o

be
 o
pe
n
e
d 
fr
o
m
 i
n
si
de
. 
B
e
si
de
 t
h
at
 n
o
t 
al
l 
se
c
u
ri
n
g

de
vi
c
e
s 
o
pe
ra
ti
o
n
al
 o
f 
th
at
 h
at
c
h
. 
(I
S
M
)

避
難
経
路

2
0
1
6

A
u
g.

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

U
S
A

K
A
L
A
M
A
, 
W
A

A
c
c
e
ss
 c
o
n
tr
o
l 
to
 s
h
ip

D
o
o
rs
 u
n
lo
c
ke
d 
pr
o
vi
di
n
g 
ac
c
e
ss
 t
o
 r
e
st
ri
c
te
d

ar
e
as
, 
w
h
ic
h
 i
n
c
lu
de
 t
h
e
 e
n
gi
ne
 r
o
o
m
, 
m
ai
n
 d
e
c
k

an
d 
su
pe
rs
tr
u
c
tu
re
.

避
難
経
路

2
0
1
7

M
ay

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

C
H
IN
A

X
IA
M
E
N

M
e
an
s 
o
f 
e
sc
ap
e

T
h
e
 p
ir
ac
y 
lo
c
ke
r 
fo
r 
st
e
e
ri
n
g 
ge
ar
 r
o
o
m
 t
o 
o
pe
n

de
c
k 
c
an
 n
o
t 
o
pe
n
 f
ro
m
 i
n
si
de
.

避
難
経
路

2
0
1
7

M
ay

G
E
N
E
R
A
L
 C
A
R
G
O

G
E
R
M
A
N
Y

B
R
A
K
E

A
c
c
e
ss
/
 s
tr
u
c
tu
ra
l 
fe
at
u
re
s 
(s
h
ip
)

F
o
u
n
d 
se
ve
ra
l 
fl
o
o
rp
la
te
s 
in
 e
n
gi
n
e
 r
o
o
m
 n
o
t 
fi
xe
d,

sc
re
w
s 
ar
e
 m
is
si
n
g.
 S
am
e
 d
e
fi
c
ie
n
c
y 
w
as
 p
o
in
te
d

o
u
t 
du
ri
n
g 
th
e
 p
re
vi
o
u
s 
P
S
C
 i
n
sp
e
c
ti
o
n
 i
n
 t
he

N
e
th
e
rl
an
ds
. 
(I
S
M
)

避
難
経
路

2
0
1
7

S
e
p.

IT
A

R
A
V
E
N
N
A

In
fl
at
ab
le
 l
if
e
ra
ft
s

A
F
T
 l
if
e
 r
af
ts
-
 E
m
ba
rk
at
io
n
 s
h
o
rt
-
la
dd
e
r.

避
難
経
路
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年
度

月
船
型

P
S
C

港
設
備

指
摘
内
容

分
類

表
8
-
2
-
4
 造
船
所
の
設
計
に
起
因
す
る
救
命
設
備
及
び
脱
出
設
備
に
関
す
る
欠
陥
に
対
す
る
P
S
C
の
指
摘

2
0
1
7

M
ar

V
E
H
IC
L
E
S
 C
A
R
R
IE
R

G
E
R
M
A
N
Y

H
A
M
B
U
R
G

L
if
e
bu
o
ys
 i
n
c
l. 
pr
o
vi
si
o
n
 a
n
d 
di
sp
o
si
ti
o
n

B
ri
dg
e
 w
in
g 
lif
e
 b
u
o
ys
 h
av
e
 l
e
ss
 t
h
an
 4
 K
g.

救
命
浮
環
　
仕
様

2
0
1
6

O
c
t.

IR
N

B
A
N
D
A
R
 A
B
B
A
S

L
if
e
bu
o
ys
 i
n
c
l. 
pr
o
vi
si
on
 a
n
d 
di
sp
o
si
ti
o
n

M
O
B
 l
if
e
bu
o
y 
in
 p
o
rt
 a
n
d 
S
T
B
D
 w
in
gs
 n
o
t 
m
e
e
ti
n
g

th
e
 r
e
qu
ir
e
m
e
n
t.
 (
L
e
ss
 t
h
an
 4
kg
)

救
命
浮
環
　
仕
様

2
0
1
6

O
c
t.

S
A
U

D
A
M
M
A
M

L
if
e
bu
o
ys
 i
n
c
l. 
pr
o
vi
si
o
n
 a
n
d 
di
sp
o
si
ti
o
n

M
O
B
 l
if
e
bu
o
ys
 l
e
ss
 i
n
 w
e
ig
h
t 
an
d 
so
m
e
 o
f 
o
th
e
rs

le
ss
 i
n
 s
iz
e
 (
le
n
gt
h
 a
n
d 
di
am
e
te
r)

救
命
浮
環
　
仕
様

2
0
1
6

O
c
t.

U
S
A

N
E
W
 O
R
L
E
A
N
S
, 
L
O
U
IS
IA
N
A

L
if
e
bu
o
ys
 i
n
c
l. 
pr
o
vi
si
o
n
 a
n
d 
di
sp
o
si
ti
o
n

B
ri
dg
e
 w
in
g 
lif
e
 b
u
o
ys
 u
n
de
rs
iz
e
d

救
命
浮
環
　
仕
様

2
0
1
6

J
an
.

C
O
N
T
A
IN
E
R
 C
A
R
R
IE
R

A
U
S
T
R
A
L
IA

F
R
E
M
A
N
T
L
E
, 
W
A

L
if
e
bu
o
ys
 i
n
c
l. 
pr
o
vi
si
on
 a
n
d 
di
sp
o
si
ti
o
n

L
an
ya
rd
 c
o
n
n
e
c
ti
n
g 
M
O
B
 m
ar
ke
r 
to
 l
if
e
bu
o
y

in
su
ff
ic
ie
n
t 
le
n
gt
h 
(P
o
rt
 &
 S
ta
rb
o
ar
d 
br
id
ge
 w
in
g)
.
救
命
浮
環
　
仕
様

2
0
1
6

J
an
.

C
H
IP
 C
A
R
R
IE
R

A
U
S
T
R
A
L
IA

B
R
IS
B
A
N
E

L
if
e
bu
o
ys
 i
n
c
l. 
pr
o
vi
si
o
n
 a
n
d 
di
sp
o
si
ti
o
n

B
ri
dg
e
 w
in
g 
(P
 &
 S
) 
M
O
B
 s
m
o
ke
 f
lo
at
 l
an
ya
rd
 n
o
t

o
f 
su
ff
ic
ie
n
t 
le
n
gt
h
. 
(I
S
M
)

救
命
浮
環
　
仕
様

2
0
1
6

J
u
n

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

A
U
S
T
R
A
L
IA

B
R
IS
B
A
N
E

L
if
e
bu
o
ys
 i
n
c
l. 
pr
o
vi
si
o
n
 a
n
d 
di
sp
o
si
ti
o
n

M
O
B
 l
if
e
bu
o
y 
po
rt
 a
n
d 
st
ar
bo
ar
d 
la
n
ya
rd
 t
o
 l
ig
h
t

an
d 
sm
o
ke
 f
lo
at
 n
o
t 
o
f 
ap
pr
o
pr
ia
te
 l
e
n
gt
h
.

救
命
浮
環
　
仕
様

2
0
1
6

M
ay

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

U
S
A

W
IL
M
IN
G
T
O
N

L
if
e
bu
o
ys
 i
n
c
l. 
pr
o
vi
si
on
 a
n
d 
di
sp
o
si
ti
o
n

T
h
e
 s
e
lf
-
ac
ti
va
ti
n
g 
sm
o
ke
 s
ig
n
al
s 
at
ta
c
h
e
d 
to
 t
h
e

lif
e
bu
o
ys
 o
n
 t
h
e
 b
ri
dg
e
 a
re
 n
o
t 
in
 a
 q
u
ic
k 
re
le
as
e

ar
ra
n
ge
m
e
n
t.

救
命
浮
環
　
仕
様

2
0
1
6

M
ar

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

C
H
IN
A

G
U
A
N
G
Z
H
O
U

L
if
e
bu
o
ys
 i
n
c
l. 
pr
o
vi
si
o
n
 a
n
d 
di
sp
o
si
ti
o
n

T
h
e
 s
ig
n
al
s 
an
d 
sm
o
ke
 l
ig
h
t 
fi
tt
e
d 
o
n
 b
o
th
 b
ri
dg
e

w
in
g 
w
as
 n
o
t 
se
lf
-
ac
ti
va
ti
n
g 
si
gn
al
s 
ty
pe
.

救
命
浮
環
　
仕
様

2
0
1
6

A
pr

B
U
L
K
/
L
U
M
B
E
R
 C
A
R
R
IE
R

U
S
A

S
T
O
C
K
T
O
N

Im
m
e
rs
io
n
 s
u
it
s

V
e
ss
e
l's
 i
m
m
e
rs
io
n
 s
u
it
s 
re
qu
ir
e
 l
if
e
ja
c
ke
ts
 t
o
 b
e

w
o
rn
 i
n
 c
o
n
ju
n
c
ti
o
n
 w
it
h
 t
h
e
 i
m
m
e
rs
io
n
 s
u
it
. 
C
re
w

do
e
s 
n
o
t 
w
e
ar
 l
if
e
ja
c
ke
ts
 d
o
 n
o
t 
fi
t 
o
ve
r 
im
m
e
rs
io
n

su
it
.

個
人
用
救
命
具
　
仕
様

2
0
1
6

J
u
l

D
E
U

B
R
E
M
E
N

Im
m
e
rs
io
n
 s
u
it
s

L
if
e
ja
c
ke
ts
 n
e
e
d 
to
 b
e
 f
ix
e
d 
by
 m
ak
in
g 
kn
o
ts
 i
n
 t
h
e

ro
pe
s.
 B
u
t 
th
e
 l
if
e
ja
c
ke
ts
 c
an
 n
o
t 
be
 w
o
rn
 w
it
h
 t
h
is

im
m
e
rs
io
n
 s
u
it
s 
du
e
 t
o 
th
ic
k 
gl
o
ve
s.
  
(I
S
M
)

個
人
用
救
命
具
　
仕
様

2
0
1
8

N
o
v.

C
A
N

Q
U
E
B
E
C

Im
m
e
rs
io
n
 s
u
it
s

O
n
ly
 o
n
e
 s
iz
e
 o
f 
im
m
e
rs
io
n
 s
u
it
 a
va
ila
bl
e
 o
n
 b
o
ar
d

an
d 
to
o
 s
m
al
l 
to
 f
it
 e
ve
ry
 c
re
w
m
e
m
be
rs
.

個
人
用
救
命
具
　
仕
様

2
0
1
7

F
e
b

IS
R

H
A
IF
A

S
af
e
 m
e
an
s 
o
f 
ac
c
e
ss
 S
h
o
re
 -
 S
h
ip

G
an
gw
ay
 n
e
t 
sh
o
rt
 b
y 
ab
o
u
t 
3
 m
e
te
rs
.

舷
梯
用
落
下
防
止
ネ
ッ
ト
　
仕
様

2
0
1
7

F
e
b

IS
R

H
A
IF
A

S
af
e
 m
e
an
s 
o
f 
ac
c
e
ss
 S
h
o
re
 -
 S
h
ip

G
an
gw
ay
 n
e
t 
sh
o
rt
.

舷
梯
用
落
下
防
止
ネ
ッ
ト
　
仕
様

2
0
1
7

N
o
v.

G
E
N
E
R
A
L
 C
A
R
G
O

R
O
M
A
N
IA

C
O
N
S
T
A
N
T
Z
A

A
c
c
e
ss
/
 s
tr
u
c
tu
ra
l 
fe
at
u
re
s 
(s
h
ip
)

A
c
c
o
m
m
o
da
ti
o
n
 l
ad
de
r 
sa
fe
ty
 n
e
t 
in
su
ff
ic
ie
n
t

le
n
gt
h.
 (
IS
M
)

舷
梯
用
落
下
防
止
ネ
ッ
ト
　
仕
様

2
0
1
6

S
e
p.

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

R
U
S
S
IA

N
O
V
O
R
O
S
S
IY
S
K

S
af
e
 m
e
an
s 
o
f 
ac
c
e
ss
 S
h
o
re
 -
 S
h
ip

G
u
ar
d 
n
e
t 
o
f 
ga
n
gw
ay
 o
u
t 
o
f 
re
qu
ir
e
d.

舷
梯
用
落
下
防
止
ネ
ッ
ト
　
仕
様
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年
度

月
船
型

P
S
C

港
設
備

指
摘
内
容

分
類

表
8
-
2
-
4
 造
船
所
の
設
計
に
起
因
す
る
救
命
設
備
及
び
脱
出
設
備
に
関
す
る
欠
陥
に
対
す
る
P
S
C
の
指
摘

2
0
1
7

J
u
n

K
O
R

U
L
S
A
N

O
pe
ra
ti
o
n
al
 r
e
ad
in
e
ss
 o
f 
lif
e
sa
vi
n
g 
ap
p
lia
n
c
e
s

L
if
e
ra
ft
 &
 l
if
e
bu
o
y 
o
n
 F
’
c
le
 n
o
t 
av
ai
la
bl
e
 -
 s
to
w
e
d

in
 B
o
s’
n
 s
to
re

船
首
救
命
筏
　
配
置

2
0
1
7

J
u
n

K
O
R

U
L
S
A
N

O
pe
ra
ti
o
n
al
 r
e
ad
in
e
ss
 o
f 
lif
e
sa
vi
n
g 
ap
p
lia
n
c
e
s

L
if
e
ra
ft
 &
 l
if
e
bu
o
y 
o
n
 F
’
c
le
 n
o
t 
av
ai
la
bl
e
 -
 s
to
w
e
d

in
 B
o
s’
n
 s
to
re

船
首
救
命
筏
　
配
置

2
0
1
8

S
e
p.

IT
A

R
A
V
E
N
N
A

O
pe
ra
ti
o
n
al
 r
e
ad
in
e
ss
 o
f 
lif
e
sa
vi
n
g 
ap
pl
ia
n
c
e
s

T
o
 o
pe
ra
te
 t
h
e
 6
 p
e
rs
o
n
s 
lif
e
 r
af
t 
fi
tt
e
d 
i.w
.o
. 
th
e

bo
su
n
 s
to
re
 f
ro
m
 p
o
rt
 t
o
 s
tb
d 
si
de
 t
h
e
 c
re
w
 h
as
 t
o

c
ro
ss
 a
n
 u
n
-
c
o
n
tr
o
lle
d 
sp
ac
e
 i
.w
.o
. 
th
e
 p
ai
n
t 
st
o
re
.
船
首
救
命
筏
　
配
置

2
0
1
8

J
u
n

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

C
H
IN
A

X
IA
M
E
N

L
au
n
c
h
in
g 
ar
ra
n
ge
m
e
n
ts
 f
o
r 
su
rv
iv
al
 c
ra
ft

B
o
th
 l
if
e
bo
at
 s
u
sp
e
n
si
o
n
s 
le
ve
r 
n
o
t 
se
at
e
d 
o
n
 t
h
e

da
vi
t 
h
o
rn
. 
(I
S
M
)

救
命
艇
・
救
助
艇
　
配
置

2
0
1
8

J
u
n

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

C
H
IN
A

S
H
A
N
G
H
A
I

L
au
n
c
h
in
g 
ar
ra
n
ge
m
e
n
ts
 f
o
r 
su
rv
iv
al
 c
ra
ft

T
h
e
 r
e
le
as
e
 g
e
ar
 n
e
ar
 t
h
e
 s
id
e
 f
o
r 
th
e
 d
av
it

lu
n
c
h
in
g 
lif
e
bo
at
 P
/
S
 f
o
u
n
d 
di
ff
ic
u
lt
 t
o
 o
pe
ra
te
.

救
命
艇
・
救
助
艇
　
配
置

2
0
1
8

F
e
b.

C
O
N
T
A
IN
E
R
 C
A
R
R
IE
R

IN
D
O
N
E
S
IA

J
A
K
A
R
T
A
, 
J
A
V
A

L
if
e
bo
at
s

L
if
e
bo
at
 (
S
-
si
de
) 
u
n
re
st
  
st
o
w
ag
e
.

救
命
艇
・
救
助
艇
　
配
置

2
0
1
7

F
e
b.

G
E
N
E
R
A
L
 C
A
R
G
O

J
A
P
A
N

N
A
G
O
Y
A
, 
A
IC
H
I

L
au
n
c
h
in
g 
ar
ra
n
ge
m
e
n
ts
 f
o
r 
su
rv
iv
al
 c
ra
ft

L
au
n
c
h
in
g 
ar
ra
n
ge
m
e
n
t 
fo
r 
fr
e
e
fa
ll 
lif
e
bo
at
 -
 S
af
e
ty

pi
n
 w
as
 n
o
t 
ar
ra
n
ge
d 
as
 t
o 
pr
e
c
lu
de
 b
o
ar
di
n
g 
th
e

lif
e
bo
at
 w
it
h
o
u
t 
fi
rs
t 
in
si
de
 t
h
e
 b
o
at
.

救
命
艇
・
救
助
艇
　
配
置

2
0
1
7

N
o
v.

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

IN
D
O
N
E
S
IA

P
A
N
J
A
N
G

L
if
e
bo
at
s

T
o
 g
e
t 
in
to
 t
he
 l
if
e
bo
at
 c
o
u
ld
 n
o
t 
m
o
ve
 d
u
e
 t
o

bl
o
c
ke
d 
w
ir
e
 i
n
 f
ro
n
t 
o
f 
th
e
 e
n
tr
an
c
e
 t
h
e
 l
if
e
bo
at
.
救
命
艇
・
救
助
艇
　
配
置

2
0
1
7

J
an
.

G
E
N
E
R
A
L
 C
A
R
G
O

IR
A
N

A
S
A
L
U
Y
E
H

L
au
n
c
h
in
g 
ar
ra
n
ge
m
e
n
ts
 f
o
r 
su
rv
iv
al
 c
ra
ft

S
ta
rb
o
ar
d 
lif
e
bo
at
 b
ra
ke
 s
ys
te
m
 r
e
le
as
e
 w
ir
e
 i
s 
o
f

lo
w
 S
W
L
.

救
命
艇
・
救
助
艇
　
配
置

2
0
1
7

S
e
p.

B
U
L
K
 C
A
R
R
IE
R

R
U
S
S
IA

N
O
V
O
R
O
S
S
IY
S
K

L
if
e
bu
o
ys
 i
n
c
l. 
pr
o
vi
si
o
n
 a
n
d 
di
sp
o
si
ti
o
n

M
O
B
 p
o
si
ti
o
n
 t
o
 b
e
 m
o
re
 s
e
a 
si
de
.

救
命
浮
環
　
配
置

2
0
1
7

A
pr

B
U
L
K
/
L
U
M
B
E
R
 C
A
R
R
IE
R

R
U
S
S
IA

N
O
V
O
R
O
S
S
IY
S
K

L
if
e
bu
o
ys
 i
n
c
l. 
pr
o
vi
si
o
n
 a
n
d 
di
sp
o
si
ti
o
n

M
.O
.B
. 
w
ro
n
g 
po
si
ti
o
n
.

救
命
浮
環
　
配
置

2
0
1
7

M
ay

R
U
S

N
O
V
O
R
O
S
S
IY
S
K

L
if
e
bu
o
ys
 i
n
c
l. 
pr
o
vi
si
on
 a
n
d 
di
sp
o
si
ti
o
n

M
.O
.B
. 
fi
xe
d 
m
o
re
 s
e
as
id
e
.

救
命
浮
環
　
配
置

2
0
1
7

S
e
p.

R
U
S

N
O
V
O
R
O
S
S
IY
S
K

L
if
e
bu
o
ys
 i
n
c
l. 
pr
o
vi
si
o
n
 a
n
d 
di
sp
o
si
ti
o
n

P
o
rt
 s
id
e
 m
o
b 
to
 b
e
 t
u
rn
 t
o
 s
e
a 
si
de
.

救
命
浮
環
　
配
置
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